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予算審査特別委員会：平成２６年３月１１日（開会 午前９時３０分） 

委員長 みなさんおはようございます。３月４日の定例会におきまして、当特別委員会

に付託されました、平成２６年度各会計の予算案を本日より審議してまいりま

すが、委員の皆様方には活発なるご質疑をお願いいたしますとともに、町理事

者、または関係課長各位には、誠実なるご答弁をお願いいたしたいと存じます。

私といたしましても、委員会をスムーズにそしてその結論が適切に導き出され

るよう努力をしてまいりたいと思っておりますので、皆様方の特段のご配意と

ご協力をお願い申し上げる次第であります。 

それでは、ただいまから予算審査特別委員会を開会し、ただちに会議を開きま

す。ただいまの出席委員は１２名で会議は成立いたします。これより本委員会

に付託されました、平成２６年度平取町各会計予算について審査を進めてまい

ります。なお、発言される場合は、委員長の指名のあとに、ご発言をよろしく

お願いいたします。それではまず議案第１４号平成２６年度平取町一般会計予

算に対する質疑を行います。質疑の順序といたしましては、はじめに歳入歳出

事項別明細書から行い、続いて第２表債務負担行為、第３表地方債と進めてま

いります。なお、委員会審査を進めていく上で、予算の年度別区分を明確にす

るため、本年度、来年度とはせず必ず平成２５年度あるいは平成２６年度とし

て発言されるようお願いいたします。それでは、歳入歳出予算事項別明細書の

歳入から質疑を行いますので、予算書の１１ページをお開き願います。このペ

ージについて、質問ございませんか。平村委員。 

平村委員 １１ページの１目個人のところなんですけれども１節の現年度課税分の所得割

について伺いたいと思います。この所得割の算出税額について昨年もお伺いし

て提出していただいたんですけれども、所得区分の給与、営業、それから農業

などについて、平成２４年度の実績、２５年度の見込み、２６年度の予算計上

額について、去年も表でいただいたんですけども、いただけるとしたらほしい

のですが、よろしいでしょうか。 

委員長 税務課長。 

税務課長 後日、議会事務局を通じて提出したいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

委員長 

平村委員 

平村委員。 

来年度からは説明書の中につけていただけるとありがたいと思うんですけど、

その辺はどうでしょうか。 
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委員長 税務課長。 

税務課長 来年度以降はそのようなかたちで提出させていただきたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

委員長 よろしいですか。ほか１１ページございませんか。平村委員。 

平村委員 滞納繰越金の繰越分のことなんですけれども、税の徴収体制について決算審査

のときに、税務課長に聞いたんですけれどもなかなか滞納の分が入らないのは

いろいろといろんなことがあって、いまは個別訪問で集金をしていないってい

うようなお話を伺ったんですけれども、やはり電話とか、あとはがきとか書類

とかでやっているというふうに聞かれましたがなかなかこの滞納繰越分が多く

て減っていないということで、やはりいろんな、働いていても払っていないよ

うな方が何人か決算審査のときにみえましたので、やはり預金とか給与とか年

金とか生命保険とかいろいろな分野で少しずつでも払ってもらえるような体制

をしないと、住民として一生懸命ね、苦しいなかでも税金を払っている方がた

くさんいらっしゃいます。また、滞納のなかをみでも本当に働いていても払わ

ないような方もありましたので、その辺の不公平さをなくすためにもいろんな

方法があると思いますし、なぜ個別訪問をしなくなったのか、その辺もお伺い

したいと思います。 

委員長 税務課長。 

税務課長 戸別訪問をしていないということではなくて、体の不自由な方、足の確保がま

まならない方というのはいますんで、そういう方については戸別訪問をしてい

ます。その他に先ほど委員さんもおっしゃってたんですけれども、督促状、ま

たは催告状なんかであとは電話ですね、納付状況みながら電話なんかで、督促、

催告をしているという状況になってますので、戸別訪問をしていないというこ

とではありませんので、その辺はご理解をお願いしたいと思います。税なんで

すけれども、地方税の滞納処分に基づいて滞納処分をしているということなん

で、差押え等もできる方については差押えをしている、給与または生命保険な

んかも差押さえしているという状況になってますのでご理解のほどよろしくお

願いしたいと思います。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ１２ページ、１３ページ。１

４、１５ページ。丹野委員。 

丹野委員 これ去年から見ると、国有林野の交付金が増えているのと、あと、開発局交付

金とか、こういうのはひも付きでどこかで使う目的でもらってるんですか。 
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委員長 税務課長。 

税務課長 固定資産税に区分されるものなので、一般財源として使わせていただいている

ということです。以上です。 

丹野委員 増えた理由お願いします。 

税務課長 国有林野において算定標準額が増になったということによるものでありまし

て、算定標準額が６億３４４９万６千円から６億７１３９万５千円に算定標準

額が上がったということで、その分増になったということであります。以上で

す。 

委員長 ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 固定資産税のところなんですけど、現年の課税分のところで家屋と償却資産の

課税標準額ですが、家屋では１億４千万、償却資産では１億５千万ほどそれぞ

れ伸びているんですけど、この要因は何でしょうか。 

委員長 税務課長。 

税務課長 家屋おいては、平成２５年中の新築が２８棟、滅失が２３棟を精査して、課税

標準額を２５年度当初予算に対し１億４千万程度の増と見込み算出をしていま

す。また償却資産については２４年中の北海道電力において大規模な設備投資

がありましたので、その分の増収と、平成２４年以前に取得した償却資産の取

得後の経過年数による価値の減少を考慮し、課税標準額を平成２５年度当初予

算額に対し１億５千万円程度の増と見込み算出をしております。以上です。 

委員長 よろしいですか。なければ１６、１７ページ。四戸委員。 

四戸委員 ３番四戸です。１６ページの町民たばこ税について、伺いたいと思います。１

節の現年課税分についてですが、旧３級品２５年度においては、９８万６０６

０本の見込みでございました。しかしながら２６年度においては１２１万１２

３０本を見込んでいます。税率が２５年度より高くなるにもかかわらず、消費

者本数も２２万４２７０本、全体として増と見込んでいますが、約６００万円

の税収増は、過大な税収の見込みではないかと思われます。その点の考え方に

ついてお聞きしたいと思います。 

委員長 税務課長。 
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税務課長 ２５年度に対して大幅な増収となっている主な要因については、平成２５年４

月の税率改正により都道府県から市町村へ税源移譲になったことに伴うもので

ありまして、２５年度当初予算は、旧税率で算定したことによる増となってい

ます。移譲額については旧３級品で１千本当たり３０５円、旧３級品以外では

６４４円が道から移譲となっております。算出根拠といたしましては、平成２

５年度５８６万７千円の増のうち、税率改定による増収分が５１８万円となっ

ております。残り６８万７千円の増については、過去の決算状況を見ると旧３

級品以外の本数が減少傾向にあるものの、旧３級品の本数が大きな伸びを示し

ており、２４年度決算においては２１年度決算の２倍の本数となっていること

から、傾向としては喫煙者が価格が高いたばこから安いたばこに購入替えをし

ている状況であると分析をしているところであります。したがいまして平成２

６年度予算計上額については、旧３級品たばこで２５年度決算見込みに対し

３％の増と見込み、また旧３級品以外のたばこにおいては５％の減と見込み予

算を計上していますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。先

ほど四戸委員が２６年４月から増税というのは消費税の部分で、たばこ税では

ありませんので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 すみません、１５ページなんですけども、２節の滞納繰越分のなかで滞納税額

のうちどの車種の滞納が多いのかと、あと北海道ではそういう財政難の折、車

の差し押さえとかいろいろなところに踏み込んでいるんですけども、町もそう

いう何かを考えているのかどうかお聞きしたい。 

委員長 税務課長。 

税務課長 滞納額が多いのは軽乗用ということになっております。詳しくは今資料持って

きていませんので、何台かというのは後ほどお答えしたいと思うんですけれど

も、軽乗用ということになっていまして、軽乗用の差し押え等を考えているの

かというご質問もありましたけれども、うちは集合主税でやっていますので、

軽乗用を差し押さえるということは今のところは考えておりませんので、給与

その他財産の差押えということで、ほかの集合主税の税目と同じようなことで

滞納処分をしてということで考えていますので、ご理解のほどよろしくお願い

したいと思います。 

委員長 よろしいですか。ほか、松原委員。 

松原委員 松原です。入湯税のことでお伺いします。１７ページ、宿泊客６３００人とい
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う、９か月で月に７００人を見込んでいると思いますけれども、１日当たり２

３人を見込むとなるんですが、この積算の根拠をちょっとお伺いしたいのです

が。 

委員長 税務課長。 

税務課長 上段の税率１５０円が宿泊客に対する入湯税の予算計上額となっております。

７月から営業を開始するものとして、稼働率５０％で１日当たり２３人の宿泊

者、２７４日分を見込み算出をしております。下段についてはですね、４月か

ら６月までの日帰り入湯客に対する予算計上額となっていまして、現施設での

営業となりますが、１日当たり４０人程度の日帰り客７８日間を見込み、算出

しております。なお、今定例会におけます町税条例の一部改正に伴いまして、

７月１日以降は日帰り客の入湯税については、免除することとしていますので

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ１８、１９ページ。２０、２

１ページ。２２、２３ページ。２４、２５ページ。２６、２７ページ。２８、

２９ページ。３０、３１ページ。３２、３３ページ。３４、３５ページ。四戸

委員。 

四戸委員 ３番四戸です。３５ページ、２節のアイヌ文化博物館使用料について伺いたい

と思います。２５年度においての使用料については６３０万円見込んでいまし

た。しかしながら２６年度においては５００万を見込んでいます。２５年度よ

り１３０万ほど減少する見込みですが、その減少する中身について伺いたいと

思います。 

委員長 文化財課長。 

文 化 財 課

長 

ただいまの質問にお答えしたいと思います。まず入館の状況ですけれども、博

物館につきましては平成４年のオープンから約３万人前後、年間の入館者があ

りましたが、それは平成１６年度までで、それ以降２万人台を維持しましてき

ていたんですけれども、平成２２年度、それから平成２４年度につきましては

２万人を下回る結果となっておりまして、今年度についても現在の見込みでは

１万８千人程度というような入館の見込みを立てております。決算につきまし

ても、平成２１年度までは６００万円以上の収入があったんですけども、それ

以降については５００万円台というような状況が続いておりまして、そういっ

た決算の状況を踏まえまして２６年度予算を立てております。主な要因としま

しては、入館料の大部分を占めるのが、学生の修学旅行というようなことにな

りますけれども、特に高校生以上の団体客が平成２２年度以降２割程度減して
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いるというような状況から、こういった決算になっておりまして、予算のほう

にそういう反映をさせていただきましたので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

委員長 四戸委員。 

四戸委員 減少した理由は今課長の説明で大体理解できました。しかしながらですね、今

年度からは二風谷においてゆからですか、オープンは遅れますけれども、オー

プンすることになります。多分、町外からですね、多数のお客さんが入ってく

ると見込まれます。博物館もなにかしらのＰＲをして使用料を増やしたほうが

いいんじゃないかと思います。増える要素があるわけですから、使用料につい

てももう少し見込んでもいいんではないかなと私は考えますけれども、その点

について、課長はどう考えているのか伺いたいと思います。 

委員長 文化財課長。 

文 化 財 課

長 

温泉のリニューアルオープンということでありますけれども、オープン初年度

というようなこともあろうかと思いますので、集客の状況等を踏まえて、今後

反映はしていきたいと思いますけれども、温泉につきましては現在につきまし

ても、お互いにパンフレットそれからポスター等をいただきまして、お互いに

ＰＲするようなかたちで進んでおりますので、新しい施設についても連携をし

ながら、情報を共有して集客増に努めていきたいと思いますけれども、初年度

ということもあって状況を踏まえて、今後の算定にしたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。安田委員。 

安田委員 １３款の１項６目の町営牧場の使用料についてちょっとお伺いしますけども、

昨年から見ますと、１７万６千円ほど下がってるんですけれども、 

委員長 すいません、ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 ３４ページの土木使用料の中の町営住宅使用料なんですけれども、その中に新

規就農の住宅が今度、去年からできてると思うんですけど、その住宅使用料は

どこに計上されているんです、この中には入ってないんですけど、違うほう見

たんですけどわからなかったものですから、おしえてください。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く 新規就農の住宅料の関係なんですが、この歳入科目では６１ページ、財産貸付
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り課長 収入に見込んでございます。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 もう一つ、この教育使用料のなかで博物館の関係なんですけど、今課長からも

減った経緯はお聞きしましたけれども、修学旅行の生徒が減ったとかいろいろ

分析はしていると思うんですけれども、こないだちょっと新聞でみましたら、

白老なんかは、各学校をまわったり、本州のほうに出向いてなんとかそういう

来てもらえないかという、そういう地方まわりもしているんですけど、平取は

そういうことはやったことはあるんでしょうか。 

委員長 文化財課長。 

文 化 財 課

長 

収入の減少が続いておりますので、２５年度につきましては札幌で開かれまし

た観光商談会というものに初めて参加をして、そのときに道外からの旅行業者

等もいましたので商談をさせていただいたんですけれども、初回ということも

ありまして、なおかつ観光という面が強かったものですから、そこでいろんな

お話を伺って平成２６年度につきましては、教育関係の業者の商談会というの

が、関東と関西において開かれる予定ということになっておりますので、そち

らのほうに参加することで、旅費のほうも予算付けをさせていただいたところ

でありますので、そういうような状況で対応したいというふうに考えておりま

す。 

委員長 よろしいですか。このページなければ３６、３７ページ。安田委員。 

安田委員 先ほど申し上げました町営牧野使用料についてお伺いしますけども、前年度か

ら見ますと、１７万６千円ほど少なくなっているんですけど、その内訳と頭数

はどのくらいいるのかと、川向の町営牧野はどのようになっているのか、現在

の状況をお聞かせ願います。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。今年度の予算の見積もりにつきましては、２５年度の実績

で数字を出しておりまして、２６年度の予算に反映させております。平成２５

年度の利用の状況につきましては、川向牧野で農用馬で２戸１４頭、乳牛で４

戸３０頭の利用となっております。ちなみに、平成２４年度の実績が２５年度

の予算に反映されておりますけれども、平成２４年度の実績につきましては川

向牧野で農用馬２戸の７頭、乳牛で３戸の３７頭ということで、農用馬のほう

につきましては頭数は倍になっておりますけれども、乳牛で７頭ほど減ってい
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るというかたちになってございます。宿志別の牧野のほうでございますけれど

も肉牛になりまして農家５戸で１０１頭、これは２５年度の実績でございます

けれども、公社の牛で４３頭ということでございまして、２４年度の実績では、

６戸１０３頭、一般の農家ですね。２頭の減でございますけれども、公社のほ

うで４８頭ということで５頭の減少というかたちでございます。それらの数字

の減少によりまして、計算した結果１７万６千円の減というかたちになってご

ざいます。川向牧野の利用につきましては今申しましたとおり、農用馬と乳牛

で利用しているというかたちになっておりまして、２５年度もそのようなかた

ちで使っておりまして２６年度そのようなかたちで利用するということで、今

のところは予定しております。 

委員長 安田委員。 

安田委員 今の資料後からくれますか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 後で資料をまとめて提出したいと思います。 

委員長  ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 商工使用料の中の４節の二風谷ファミリーランド使用料で、７７３万円をみて

いるんですけど、前に二風谷ファミリーランドの使用料は新規計上になってい

ますが、施設別の利用計画と使用料の見込みはどのようになっているのかと、

あと、管理委託料として１２００万円を計上しているんですけれども、全員協

議会のときと思うんですけど使用料がちょんちょんになるような感じで、最初

は温泉が全部もつということで私たちは説明を受けてたんですけれども、温泉

のほうでアイビックスやらないということでこれまた新たにこういうふうなか

たちになってきたとは思うんですけれども、昨日も説明受けましたけど、その

寄付のかたちで３５０万をのせてきてますけど、それもまだはっきりしていな

いというなかで、温泉施設のこの差額はどのように考えているのか、前にはな

にかちょっと説明を受けたときはちょんちょんになるんではないかっていうよ

うな説明も受けたんですけれども、このように負担がだんだん大きくなってき

ていますけどその辺のお考えをお聞きしたいと思います。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。使用料収入で二風谷ファミリーランドの施設の使用料とい

うことで平成２６年度に７７３万８千円をみているところでございます。この
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数字につきましては、パークゴルフ場、キャンプ場、バンガローの使用料等を

計算して出しているところでございます。パークゴルフ場が平成２１年から２

４年までの４年間平均で年間１１４万３千円ほどの収入、キャンプ場につきま

しては、１８９万７千円、１９０万ほどの収入、バンガローで１４２万５千円

ということで収入が４年平均であったというかたちになってございます。それ

とテニスコートもございましてテニスコートについてはだいたい年間平均４万

２千円ほどの収入になってございます。これが２１年から２４年までの平均の

数字でございますけれども、この数字に温泉がリニューアルして新たにオープ

ンするということで集客増をみまして、大体１．５倍から２倍程度の利用が増

えるんじゃないかという見込みを立てまして、平成２６年度の予算につきまし

ては、パークゴルフ場で２２０万ほど、キャンプ場で３２０万、バンガローで

２１０万、テニスコートで８万５千円ほどの収入をみて、トータルで７７３万

８千円の収入をみているところでございます。科目が違いますけれども、その

ほかに雑入として管理棟の売店の収入、またバッテリーカーがございますので、

その収入をこれもまた平成２１年度から２４年度までの平均数値を出しまし

て、先ほど申しましたとおり、２６年度の集客増を見込んで金額を出してると

いうことで、トータルしまして８５０万ほどの収入を新たにみたところでござ

います。今までは指定管理業者のほうに収入が入るということで町に直接入る

ことはありませんでしたので、その部分の収入を町に直接入るというような予

算を見込んで８５０万ほどをみているところでございます。昨日の全員協議会

でも話しましたとおり、新たな温泉での指定管理始まりまして、運営始まった

ところで協定書の中で寄附等ということで金額は明示しておりませんけれど

も、平成２６年度において３５０万ほどの収入をみているということで、８５

０万と３５０万をみまして１２００万の収入ということでみているところでご

ざいます。平村委員おっしゃるとおり、新たにファミリーランドの管理部門で

町直営になっていくということで、１２００万の予算をみているところでござ

いまして、１千万につきましてはファミリーランドの維持管理料金、２００万

相当についてはかかる電気料の分ということで１２００万みているようなかた

ちで支出をみているところでございますけれども、その分の収入分、財源内訳

として、施設使用料、雑入、また寄附等で１２００万を補っていきたいという

考えでございます。以上でございます。 

委員長 よろしいですか。平村委員。 

平村委員 わかりましたけれども、この１２００万の委託料とかいろいろ収入も見込んで

ますけれども、この機会に一緒に聞きたいんですけれども、パークゴルフ場も

公認なコースでないので、そういう修理とか、そういうのもどこかで見込んで

いるんでしたか。場所もね、管理棟のほうでやるんであれば、いろいろと 1 番

の番号のほうも違うしね、収入をもう少しお客さんが来るので管理するんであ
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れば少しそういうコートのほうもきちっと整備して、公認のコートでなければ、

お客さんも増えないと思いますので、その辺も考慮してやっていただきたいと

思います。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。パークゴルフ場の管理につきましては、現在は温泉の入り

口、受付でやっておりましたけれども今度は森林組合のほう、直営で委託を予

定しているところでございますけれども、スケートリンクの前の管理等がござ

いますのでそちらのほうで受付をして、スタートホール等についても現在の１

番ホールをそちらのほうに動かしていって、また駐車場についてもファミリー

ランドのグランドの上に、駐車スペースがありますのでそちらのほうに車を置

いていただいて受付しながらスタートをしていただくというようなかたちで計

画予定をしているところでございまして、来るお客様に駐車場から遠く歩いて

受付をしてまた１番ホールまでまた戻るというようなことのないようなかたち

で整備をしていきたいというふうに考えておりますし、パークゴルフ場の整備、

修理等につきましてはこれとは別に今までも予算をみてたわけですけれども、

ファミリーランド全体の修繕料というのがありまして、その中でみていきまし

て、整備をしていくというような予定になってございます。またパークゴルフ

場の公認コースの関係でございますけれども、パークゴルフ協会のほうから要

請がありまして、２年後というふうに聞いておりますけれども公式の大会を持

ってきたいということで、これはかなりの人数集まる予定になっておりますけ

ど、それに向けて公認についても取っていきたいというふうな考えでおります

ので、ご理解のほうよろしくお願いしたいと思います。 

委員長 よろしいですか。これ今電気料の２００万と伺ったんですけど、これ電気料だ

けですか。２００万というのは。産業課長。 

産業課長 ２００万については電気料ということです。今までは電気料につきましては直

接指定管理者のほうに行っておりまして、指定管理者の指定管理料３９５０万

の中に含めてファミリーランドの管理等も全部含めて収入、パークゴルフ場と

ファミリーランドの使用料も指定管理者のほうに入っておりますけれども、そ

ういう支出の部分についても指定管理者が直接支出をしてたというようなかた

ちでございましたけれども、２６年度からは、温泉宿泊施設の指定管理につい

ては指定管理業者が行いますけれども、ファミリーランドについては、受ける

ことがちょっとできないというようなこともありまして、直営のかたちで財源

につきましては先ほど説明させていただいたとおりの中身で対応していきたい

というふうに考えております。 
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委員長 ほかございませんか。山田委員。 

山田委員 関連ですけども、森林組合での委託予定ということで考えているということな

んですけども、この金額でやってもらえるかどうかは別としまして、入札方式

じゃなく森林組合にもう委託するという考え方でよろしいですか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。指定管理を通して再委託をしてた業者につきましても沙流

川森林組合、それ以前の直営で町が温泉運営していたときも、沙流川森林組合

が管理をしてたということで、管理用の機械、草刈りですとかその他もろもろ

の機材等の整備状況が沙流川森林組合が一番整備をしているということと、い

ままで管理をしていたノウハウがある。またスムーズな、来るお客様に対して

の対応がスムーズにいくというようなかたちのことをすべてのことを勘案して

そのまま沙流川森林組合に管理を委託していくのがスムーズにいくんじゃない

かというような考えのもとに、入札ではなくて森林組合に直接お願いしたいと

いう考えでございます。 

委員長 

山田委員 

山田委員。 

それはそれで結構ですし、まあこの金額も当然自分達もそうですけども、農家

やってく以上やっぱり予定だとかこういう計画を立てて何ぼ何ぼという世界で

すから、いいんでしょうけども。果たしてこの金額で、今後いま先ほど平村委

員説明したとおり、いろいろと整備のかかることが出てくるわけですけども、

本当にこれでやっていけるのかどうかちょっと不安な面もあるんですけども、

その辺については不安のない森林組合、間違いないという自信をもっての当然

計画でしょうね、という確認なんですけど。 

委員長 産業課長。 

産業課長 もちろん町から委託するにあたってはその金額でやっていただけるということ

で、いままでやっておりました金額よりは若干下がるようなかたちにはなりま

すけれども、全員協議会、産業厚生常任委員会で説明をさせていただきました

とおり、いままで行っておりましたスケートリンクの関係につきましても施設

の老朽化によりまして費用対効果の面ですとか現在使用している学校等とも協

議しましてその部分については代替案を出していきながら利用していただくと

いうようなことも既に協議を行っている状況でありまして、そのようなかたち

で進めていけるようなかたちで考えておりますし、森林組合についてもこの金

額で十分やっていってもらえるというような確信で出しているところでござい
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ます。 

委員長 ほかございませんか。千葉委員。 

千葉委員 ６番千葉。３７ページ鉄道記念館の使用料のこと、あるいはそれに付帯したこ

とについてちょっとお伺いしておきます。鉄道記念館の使用料、額面的には本

当に低いというか、使用料としての収入があまりないわけなんですけども、私

は鉄道記念館の使用料についてはもうちょっと、特に振内を中心とした町民に

対してですね、開放していくような方法で利用率というんですか、それをやっ

ぱ上げてく方法をやっぱり町全体で考えていただきたいというふうに思ってお

りますのと、それと鉄道記念館に付帯して鉄道記念公園の部分のなかでＳＬが

いま１台寄贈されたＳＬがあるわけなんですけども、非常に放置されて、まあ

置いてあるというだけのもので、たしかあれデゴイチだったと思うんですけど

も、こちらのほうをね、やはり再生してよみがえらせるような方法も私はもう

そろそろ考えてもらってもいいのかな、というふうに思ってます。なかには、

数は少ないんですけれども、鉄道記念館、それからまわりの記念公園スタート

したあたりは非常に列車の宿泊も含めてですね、利用率が結構あったんですけ

ども、やはりあの辺を一体化してですね、もう一度再生していって、やはり町

民の方に対してもですね、いま現在は幌尻まつりの会場としてしか使っており

ませんけども、やはり今後の利用の仕方、それからせっかくあるＳＬがもう傷

んできているという部分での考え方は何か新しい方法をみつけてもらう方法は

ないのか、その辺のことについてお伺いしたいと思います。 

委員長 振内支所長。 

振 内 支 所

長 

ただいまの質問にお答えいたします。鉄道記念館におきましては、平成２４年

度に文化団体で３５７件、体育団体で１０件、その他で３０件。４００件近い

利用がございます。有料につきましては、利益を伴う団体が使用しておりまし

て、件数は少ないものですから前年同様の数字で６万８千円で出しております。

ＳＬにつきましては、確かに傷みがかなりひどくなっておりまして、第６次の

総合計画において、ちょっと出していこうかなというふうに考えております。

以上です。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 せっかくの鉄道マニアというか、全国からも数少ないですけども問い合わせと

かもポツポツあったり、鉄道が走ってたいわゆる国鉄時代のこれはもう歴史的

な遺産だと思ってますので、その辺のことも含めてですね、もう一度再生して

よみがえらせるような方法をぜひ見つけていただきたいと思います。 
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委員長 振内支所長。 

振 内 支 所

長 

実は平成２４年の１１月頃に日本経済新聞の方がいろいろ視察に来ておりまし

て、いろいろご意見を伺ったんですけれども、確かにすごく貴重なものだとい

うことで、いろいろ調べてみたんですけども、これは日本国産で、戦時中に樺

太に輸出してその後寄贈があって平取町に、個人的な方なんですけども、寄贈

がされたものでございまして、確かに貴重なものでございますので、第６次の

総合計画で計画を考えておりますので、一応そういうことでご理解をお願いい

たします。 

委員長 ほかございませんか。１０番平村委員。 

平村委員 同じく商工使用料のとこの２番目なんですけど義経資料館のところなんですけ

れども、義経資料館もあまりなかなか入ってこなくて２３万１千円しかみてな

いんですけれども、このたび去年からは道路も良くなって、バスも上がれる、

大型バスも上がれるようになりましたし、もう少し町のほうで義経会館のＰＲ

をしたり、インターネットでやったりとかそういう宣伝をしてもう少し、義経

会館をみていただけるような方法を考えてほしいのと、あと、無料バスを札幌

から月に週に何回か来てるんですけれども、見てますと下のほうで説明して駐

車場で、上がらないでそのまま帰って何人も上に上がって行かないんですけど、

その辺もせっかく道路も良くなりまして、上にも上がれるので、ゆっくりみて

もらうような体制をやっているのかどうかちょっと聞きたいと思います。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。義経資料館につきましては、平成１９年で入館者は１８０

０人ほどおりました。２０年で１４５６人、２１年で１３００人、２２年では

１２００人、２３年度でかなり盛り返しまして１６００人、ただ２４年度では

また１４００人ということで２５年度についても、また減っているというよう

な状況で、その実績に基づいて使用料については２３万１千円を出していると

ころでございます。委員言われたとおりもう少しＰＲですとか、整備もだいぶ

されてきましたので、その辺のＰＲをしながら、また先ほど言ったとおり温泉

等も新しくなりますし、それと組み合わせながら多くの交流人口、観光の方を

入れ込んでいきたいというふうに考えておりますので、今年度については２３

万１千円の予算でみておりますけれども、そういう努力をしながら、増やして

いきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。

委員長 平村委員。 
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平村委員 それに付け加えて義経の鳥居さんのところにある公衆トイレなんですけれど

も、あまり良い状態ではないので、ぜひこれから温泉もできまして、観光も増

えると思いますので、これちょっと予算に組んでたの見逃していたんですけど、

ぜひそれと一緒に義経の宣伝とともに公衆トイレをぜひやってほしいと思いま

す。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。トイレにつきましてはかなり前から指摘されておりまして、

せっかく来ても簡易式のトイレでなかなか見栄えもよくないし、よろしくない

のではないかという指摘もありました。また階段を上がってきまして中段右手

のほうにいまは使ってない古いトイレの跡があるわけでして、それについても

みばえが良くないので撤去なり整備を考えていただきたいということでの指摘

もいただいております。それも実際に建設課等と一緒に見たりしまして、撤去

につきましてもかなりの金額がかかってくるということで、今後の第６次の総

合計画になりますけれども、２年後というかたちになってしまうんですけども、

その早い段階で整備をしていきたいというふうに考えておりますので、その際

にはまたいろんなアイデアをお願いしたいというふうに思います。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。安田委員。 

安田委員 鉄道記念館の使用料、管理費っていうのはどのようになるんですか。 

委員長 

振 内 支 所

長 

振内支所長。 

基本的に文化団体だとか、体育団体の方につきましては無料でございますけれ

ども、利益を伴うような方につきましては、使用料を取っております。以上で

す。 

委員長 アイヌ施策推進課長。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

私のほうから義経資料館の利用にあたっての答弁させていただきたいと思いま

す。 

委員長 鉄道記念館・・・バスの関係。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

バスの関係・・・シャトルバスが上部に上がりますので、トイレ等を利用する

というようなことになっておりますので、今後、義経神社のほうとも相談しな
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長 がら検討していきたいというふうに考えておりますのでご理解のほどよろしく

お願いしたいと思います。 

委員長 すいませんもう一度答弁お願いします。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

義経神社のシャトルバスが運行しているということでございますので、トイレ

等の利用にあたっては今後義経神社のほうと相談しながら検討を進めていきた

いと思っております。ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

委員長 聞こえましたか。よろしいですか、平村委員。 

平村委員 それはわかりましたけど、それにちょっと私もさっき言い忘れたんですけど、

トイレの要望をしたら新しい考えのなかでやるということなんですけど、いま

ちょうどいまの駐車場の裏側にあった宅地が全部家も壊しまして、もう民間の

人があそこは使わないから町で買ってほしいっていうようなことも言ってます

ので、トイレも鳥居さんのすぐ横にいまあるんですよね。それでとっても見ず

らい部分と環境等も良くないので、ぜひ裏の土地を買ってその辺にもう少し駐

車場をひろげながら、一番奥のほうにトイレもつくったらどうかなって提案し

ます。 

委員長 産業課長。 

産業課長 ２年か３年ぐらい前に裏の住宅もう使ってないんで町のほうに買い上げてもら

ってですねそういう整備をしてほしいという話は伺っておりました。それも含

めて、土地の購入ですとか、トイレを新たにつくるだとかそういう部分も含め

てこの後の第６次の計画に早い段階で入れていきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 先ほどの振内鉄道記念館の管理はどのようになってるかってことは。振内支所

長。 

振 内 支 所

長 

鉄道記念館の管理につきましては、振内支所のほうで、委託は出しておりませ

んで直営でやっております。ただ清掃につきましては、委託で賃金を払ってお

ります。以上です。 

委員長 よろしいですか。はい、ほかございませんか。山田委員。 

山田委員 ３６ページの町営牧野使用料、入牧料のことなんですけども、過去のことで一

度産業厚生委員会で説明があったのかどうかちょっと、記憶に残ってなかった
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ものですからお聞きしますけど、むかし新興牧場の倒産というか、それ以降の

金額のあれについては不納欠損処理しちゃったのかどうかちょっとその辺の確

認と、もしその辺の絡みの状況が何か進展があったのか、そのままで現在もな

ってますっていうならそれで結構ですけど、その辺ちょっと説明お願いします。

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。毎年度の決算審査のときに新興牧場の入牧料がそのままに

なっているということで指摘もされておりましたけれども、２５年度において

不納欠損というかたちで処理をさせていただいております。その理由につきま

しては会社自体がはっきり倒産というかたちではないんですけれども、もう本

当に倒産に近いかたちで債権についても町で取るようなかたちにならないとい

うかたちになって、何年も続いているもんですから、２５年度において、その

処理をさせていただきました。 

委員長 ほかございませんか。丹野委員。 

丹野委員 同じく牧野の使用料なんですけども、新興牧場のときはいま現在の入牧の頭数

が３倍ぐらいもいたということなんですがいまはだんだん減っていくというこ

とで、農家に聞きますとね、使用料が非常に高いので牛を入れられないという

実態もあるように聞いています。それで、牛の受け入れはもうこの３倍も４倍

も受け入れるわけですから、この使用料を一回半額にして、牛の頭数を倍くる

と同じくらい入るので、そしたら畜産農家にも還元できるということで、利用

者を増やす方法を考えたらどうですか。 

委員長 副町長。 

副町長 先ほど産業課長説明したとおり、なかなか牧野の利用者が増えていかないとい

うのが実態でございます。それが、料金を下げれば入牧頭数が増えていくのか

どうなのかっていうのはちょっとまだ農業団体あるいは農家と協議をしていか

なければならないのかなというふうに思ってます。そういうようなことでいま

の入牧料はもう１５年以上確か据え置きをしているはずです。値上げはしてい

ない、入牧料の設定になっていると思いますんで、それらも含めて、農協ある

いは畜産団体含めて、どういう方法が一番利用者を増やす良い方法なのか、協

議をさせていただいて、それが値下げに結びつくような協議内容であれば、値

下げについて検討させていただきたいなと思いますので、ひとつよろしくお願

いいたします。 

委員長 丹野委員。 
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丹野委員 品質のほうでもね、畜産の補助金とか他からみると少ないんですよね、牛に対

する。びらとり和牛というブランドをとっているので、何とかここで補助金を

出してもっと増やすように考えてほしいと思います。 

委員長 産業課長。 

産業課長 畜産関係の施策のことということでございますけれども、今後も畜産関係、酪

農関係についてはいままで足りなかった分を今後は力を入れていきたいという

ふうに考えておりまして、その部分についても第６次の総合計画のアンケート

のなかで畜産関係、酪農関係についての施策はどうでしたかというようなアン

ケートの条項も入れながらアンケート調査をしていただいているところであり

まして、その点も十分考慮しながら、反映させていきたいというふうに思って

おりますし、先ほど副町長答えたとおり、入牧料等の道負担金についても各団

体と検討しながら考えていきたいというふうに考えております。 

委員長 ほかございませんか。なければ３８、３９。安田委員。 

安田委員 使用料で１節の督促手数料４万５千円というのがあるんですけども、これは文

書料と切手代なのか。それと件数はどのぐらいか。 

委員長 税務課長。 

税務課長 １件につき１００円ということで４５０件を予定しております。以上です。 

委員長 ほかございませんか。なければ４０、４１ページ。４２、４３ページ。平村委

員。 

平村委員 総務費国庫補助金の中で２の企画費補助金のなかで地域公共交通確保維持改善

事業補助金というので５６７万３千円あるんですけど、ちょっと説明を受けた

のはデマンドバスに充当してるということだったんですけども、このデマンド

バス運行に対してはこの補助金のほかに公共交通確保とかそういう補助金も利

用しているようなんですけどその辺のどれとどれが使用されているのか、また

その実態、２５年度デマンドバスでどこで何人乗って、どこであれしたという

実態がもしわかれば、それもほしいんですけれども、いいでしょうか。またこ

の補助金の制度はずっと恒久的にでるものなのか。公共交通確保地域なんとか

補助金。 

委員長 まちづくり課長。 
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ま ちづ く

り課長 

お答え申し上げます。この企画費補助金につきましては、デマンドバスの運行

に係る国からの補助金ということでございまして、この歳入のされ方が若干特

殊になっておりまして、４月から３月までの年度ぎりぎりではなくて、デマン

ドバスの運行が１０月１日から９月末というようなことでの区切りになってお

りまして、年度の歳入としてはいわゆる半額程度の歳入しか見込めないという

ようなことになっておりまして、この後は次の年というようになっておりまし

て、だいたい今歳出として２６００万程度を見込んでおりまして、それに係る

特定財源ということで、だいたいこの倍ぐらいが補助金になるというふうに考

えていただければ結構だと思っております。実績のほうですけれども、２４年

の１０月から２５年９月までというような実績で、今も継続してやっておりま

すけれども、年間の利用者数をおしらせしますけれども、本町荷菜地区のデマ

ンドにつきましては年間延べ８３３名の利用があったと。振内地区におきまし

ては４７１名というような実績になっております。通年運行したのが、まだ初

めてというようなところでございまして、２３年度にやった実績と、まあ非常

に短い間ですけれども、本町地区で２３年１２月から２月までの３か月間やっ

た実績が７８名と。２４年度同時期には３０９名ということになっております。

振内におきましては２３年１２月から１月の２か月で３１名だったものが、２

４年度におきましては７６名ということで、段々こう、まだ少ないというとこ

ろでありますけれども、徐々に浸透してきているのかなという感じはしており

ます。補助金ですが現在のところ、国としては続けるというような意向は示し

ておりますが、以前も年度年度の国の予算の関係で前の制度も急に廃止になっ

たということもございますので、そのへんは非常に流動的なところがあります

けれども、今のところは恒常的に続くものとして私どものほうでは捉えており

ます。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ４４、４５ページ。４６、４

７ページ。４８、４９ページ。５０、５１ページ。５２、５３ページ。平村委

員。 

平村委員 ５２ページの２番の企画費補助金の中で電源立地地域対策交付金といのがある

んですけど、この交付金は岩知志発電所の所在の町に交付されるんだと思いま

すが、ダム所在地の関係もあって振内診療所の経費に、なんか病院のほうに使

われていると聞いてたんですけど、これは振内診療所のほうに充当しているん

でしょうか。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く この交付金につきましては、ご質問のとおり、岩知志の発電所が所在している
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り課長 ということでの交付になっておりまして、充当先といたしましては町立病院の

繰出金に充当しているということでございます。病院への繰出金全体にという

ことでご理解いただきたいと思います。 

委員長 ほかございませんか。休憩いたします。 

    （休 憩 午前１０時４０分） 

   （再 開 午前１１時００分） 

委員長 それでは再開いたします。５４、５５ページ。５６、５７ページ。５８、５９

ページ。６０、６１ページ、千葉委員。 

千葉委員 ６番千葉です。６１ページの土地建物貸付収入のことでお伺いいたします。前

年度３９８５万５千円、本年度３８８１万１千円、特に土地やなんかは説明あ

ったとおり、北電とかＮＴＴさんの場合はちゃんとした収入として見込めると

私は思ってますけども、土地建物含めてですね、個人で、本来１００％もらえ

る部分の収入としてきっちりとこの分はいただけているのか、いただけていな

いとするんであればその内訳をちょっと教えていただきたいと思います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

主に職員住宅等の公宅貸付料というところになると思いますけども、予算とい

たしましては、積算といたしまして１５４戸分でございまして、収納率として

は９５％というようなことで、やはり、職員に貸してる分については１００％

収納ということですけれども、最近やはり一般の方に貸し付けるというケース

もございまして、その分が滞るといったようなケースもありまして、予算とし

ては９５％の収納というようなみかたをさせていただいておりまして、この辺

の徴収等につきましては職員住宅、教員住宅含めまして担当課とも一緒に徴収

についてはいろいろと努力してるところなんですけれども、やはり１００％に

はなかなかなっていないというのが現状になっております。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 私もその内訳、詳しくは調べてないんですけれども、やはりいわゆる職員の方

とかそういうのは間違いなくいただけてるというのも存じ上げております。問

題はですね、一般町民の人達に対して、やはりそういうことは、仮に５％収納

率が下がる、３％下がるっていわゆる１００％もらえるようなかたちが私は町

有地としてのですね、やはり建物土地の収入の貸付だなというふうに理解して

ますので、その辺はやはり次にもし町民の方で何かの関係で、土地をお借りし
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たいとか、建物借りたいという場合、やはり前例をつくってそれを放置すると

いうことには私は絶対ならないと思いますのでその辺は厳しくですね、チェッ

ク入れてですね、今後の収入増につなげていただければなというふうに思って

ますけども、もう一度考え方。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

はい、こういう公宅貸付料のみならず、公営住宅等の使用料等につきましても

やはり滞納がなかなか減らないというような状況にもございますので、後日条

例の一部改正等も上程したいというふうに考えておりますし、やはり、厳しい

措置としては明渡し等も含めていろいろと、その使用等について考えていかな

ければならないのかなというところで、その辺についても新年度に向けて、関

係の弁護士等にも相談しているという状況もございますので、このへんは厳し

くするところは厳しくするという方向で対応してまいりたいというふうに考え

てございます。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 ３問目でちょっと同じ質問の項目なって最後だと思うんですけども、まちづく

り課といたしまして特に公営住宅の、町営住宅の部分というのはやはり大変な、

その生活の中でもきっちりと納めてる人も、まあ何回も同じことになるんです

けれども、あるいはある程度収入あるのになぜ払わないのという人と出てきて

るんですね、ここへきて。今課長言われたとおり、今後に向けてはですね、さ

まざまな方法で滞納しないような方法も含めてですね、今現在滞納してる人の

いわゆる徴収する方法も含めてしっかりととらえて考えていってもらいたいと

思ってますのでよろしくお願いいたします。 

委員長 答弁はよろしいですね。ほかございませんか。なければ６２、６３ページ。平

村委員。 

平村委員 不動産売払収入の中の２のその他の不動産売払で立木売払ってあるんですけ

ど、この町有林の立木売払はどこの場所なのかと、どういう樹木なのかちょっ

とおしえてください。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。平成２５年度の皆伐をしている地区につきましては４地区

ございまして、豊糠３地区、それと旭の地区を皆伐を行っております。面積的

にはエーバックこれは豊糠になりますけども９．２ヘクタール、ビーバックで
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９．２ヘクタール、シーバックで５．９ヘクタール、ディーバックで１１ヘク

タール、これは旭のほうになりますけどもそこを皆伐しているところでござい

ます。そのほかに利用間伐ということで、３か所ほど間伐を行っておりまして、

２５年度の実績で立木売払の実績では２５００万ほどの収入があるようなかた

ちになっておりまして、町有林の経営計画というのを２５年度で立てておりま

して、その中で毎年３０ヘクタールほどの皆伐を今後行っていきながら、循環

的に植付けですとか間伐だとかを行っていって、森林の整備を行っていきたい、

また安定した立木売払いの収入をしていきたいということで予算でみていると

ころでございます。以上です。 

委員長 よろしいですか。 

産業課長 木の種類はほとんどカラマツです。 

委員長 平村委員。 

平村委員 どのぐらいの年数のをやってるんですか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 カラマツの伐期、適正な切る時期というのがありまして、３５年から４０年ほ

どの時期のものを切っていってるというようなかたちになっております。 

委員長 ほかございませんか。なければ６４、６５ページ。山田委員。 

山田委員 ６５ページの寄附金ですけども、１０万円。先日のテレビ見た方は見てるんで

すけども、一町村で８０何万円ぐらいしか寄附金ない町が、いろんな町の物産

をつけたりサービスしたのか、一気に何千万円の世界まで寄附金集まったって

いう町村がございます。寄附金毎年この程度の１０万円程度のこと毎年かいて

いるんですけども、もう少し方策を練って、その町の真似をせいとは言いませ

んけども、これほど有名なニシパの恋人と和牛、いろいろありますのでその辺

の方策をもう少し練って検討していただければなと思うんですけども、その辺

の考え方をお聞かせください。 

委員長 総務課長。 

総務課長 はい、ただいまご質問いただきましたふるさと納税の関係だと思います。先日

のテレビでの私も見ておりました。道内におきましては、上士幌町が２４年度

で１６００万弱だったのが、２５年、今年の２６年２月末で２億を超えている
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という状況があるようであります。そのほかに、先ほど言った１兆１７０倍と

いうのは、各務原市の飛騨牛を入れてのふるさと寄附が増えたということであ

ります。平取町につきましては全体で８０数万円となってますが１件の寄付が

５千円がほとんどということになっております。今、委員が申されましたよう

に平取については、ニシパの恋人ということでいろいろの部分の特産品がござ

いますので、平取町のＰＲも含めてふるさと納税が皆さんがしやすい、そして

魅力ある記念品を２６年度で検討して、やっていきたいということで考えてお

りますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

委員長 ほか、千葉委員。 

千葉委員 今の関連でちょっとつけ加えて質問したいと思います。今ちょっと上士幌町の

名前出ましたけど、ふるさと納税の関係、全国的に何か所かの自治体、非常に

億単位で収入がアップした。まあいわゆるふるさと納税の名前なんですけど、

実情は寄附金名目でございますので、これにはやっぱり農協あたり、地元の農

協あたりも含めて、あるいは生産者も含めてですね、やっぱり根本から、下の

ほうから底上げしていくことによってコスト、いわゆる町がふるさと納税して

くれた方に発送する品目のコストやっぱりかなり研究していけば、今山田委員

が言った通りですね、平取町もそう捨てたものじゃないのかなというふうに思

ってますので、その辺もう少し調査してですね、いま平取町でどんな方法でコ

スト抑えながら平取町の特産品を発送できるのか、ふるさと納税につながるの

か、その辺研究していく考えはありませんかね。 

委員長 総務課長。 

総務課長 これにつきましては、農協とも協議をしていきたいということで考えておりま

す。そして、魅力ある記念品につきましてはびらとり温泉のオープンというの

もありますので、そういうものも含めながら、いろいろなものが選べるような

かたち、そして発送の関係の経費だとかそういうものにつきましても運送業者

との、年間の発送件数に応じて価格がぐんと変わってくるというのがあります。

そういうのも調査しながら検討していきたいということ考えておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

委員長 ほかございませんか。なければ６６、６７ページ。６８、６９ページ。７０、

７１ページ。７２、７３ページ。鈴木委員。 

鈴木委員 １２番鈴木です。諸収入のなかの国民健康保険病院特別会計の貸付金、このこ

とについて伺いますが、結論からいいますと、この項目についてはですね、病

院の経営の実態からみたときに、それと貸し付けた経過の理由から鑑みて、こ
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れ以上継続して、この科目が必要なのかということについて、考えております。

この貸付金については、病院の過去におきましても、未来処方の関係で未来処

方自体は、多分けっこう長い期間があったのかと思うのですけども、厚生局の

指導でもって返還が決まったのは、２年分というようなこともありました。当

時のなかで実際的にこれ貸付ではあると思いますけれど、患者の方々への便宜

をはからうようなそういうことが主で、確かに法的には間違いということで返

還ということではあったんですけれども、そういう性格のものであります。そ

してまたこれの返還のための財源ということでは、病院会計のなかでですね、

減債積立金というのがあてられてきたんですけど、これも、２５年度で返還し

ますと。２６年度に繰り越す分としては１８０万しかないと、そういうことで、

今後、じゃあ２６年度は足りない分どうなるんだということで考えれば、当然

病院会計の収入のなかからその差額、払う以外ないんではないかと考えるわけ

で。まあ２５年度の会計でもですね、当初予算からみて、先日も３８００万、

繰り入れたというような状況から考えますと、ある意味みかけの歳入不足とい

いますか、返還金が、支出が増えて、しかも受ける側の町にしてみれば、また

繰り入れ、たぶん、増えるだろうというようなことで、あまり意味のないこと

ではないのかとある意味病院の会計の経営のなかでの努力ということを見込ん

でやったことだと思いますけれど、現実的にはそういう状況に病院としても一

生懸命努力はされているにもかかわらずやっぱりなかなかクリアできないとい

う状況から考えて、これについてはいま２６年度からですね、少し考えてその

辺廃止するなら廃止するというようなことで、どうなのかなという考え方持っ

ております。そういうことで、お考えを伺いたいなと思います。 

委員長 副町長。 

副町長 それではお答えを申し上げたいと思います。ただいま議長ご指摘の通り、平成

２１年の１２月に未来処方ということで、いわゆる新聞記事ということで不正、

薬剤投与の未来処方ということで不正行為が発覚をしまして、その後厚生労働

省の北海道厚生局とその取り扱いについて種々協議をして、その結果、国は４

４００万ほどの診療報酬を最低６年間にわたって、さかのぼって返還しなさい

という決定がなされたわけです。その当時は病院には４４００万返していくと

いう財源がないので、町から４４００万借入をして、１０年間で返済をすると

いうことで、議会にも町の広報にもその旨掲載をして、町民のご理解を得たと

いうことで、私ども理解をしているわけですけども、ただいま、議長がご指摘

のとおり、そういう町報通じてですね、１０年間で返済をするという、町民に

ＰＲしたという経過もございますので、それがいいのかどうなのか含めて今年

２６年度のなかで、議会と十分に協議をさせていただければなと思います。町

立病院が町から借り入れをした４４００万はどうしても１０年かけて返済をす

れという町民の声が多ければやっぱりそういうかたちで進めていかなければな
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らないのかなというふうにも思いますので、十分議員さんと協議させていただ

いて、次年度に向けてその方向性を定めていきたいというふうに思いますので

ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

委員長 鈴木委員。 

鈴木委員 今お答えいただきまして、２６年度中に協議させていただきたいと。まあ私も

当然いろんなかたちでですね、協議をして、結論出していったらいいんではな

いかなと思います。とにかくこの返還の関係の事件が起きた、すぐその以前に

ですねだいぶ過去の病院経理のなかで決算処理にちょっとミスがあって、とい

うことで、そのことが発覚して、間もなくまたこういうこと、ということがあ

ったということが一つやっぱりけじめとしてですね、私はそのときもたぶん、

これは４４００万町から繰り入れて、ちゃらにしていいのではないかというふ

うに判断していたんですけれども、町のほうはそういう連続して、病院のこと

で、経理のことでちょっと問題が生じたということがあったんで、そのことを

配慮して貸付金という処理をしたのかなというふうには理解しておりました。

ただ、先ほどから言いましたように結果的に、財源的に考えてたものもなくな

りましたし、繰入額が増えていくだけということであれば、これから新しい病

院建てるための今年は建設のための設計もということも含めてですね、またお

金がかかってくるという状況もありますので、その辺十分協議して、精査して

いったらよろしいんではないかというふうに考えております。 

委員長 副町長。 

副町長 ２２年当時は借りたものは払うと、そして足りない部分については借りるとい

うそういう方針で４４００万を借り入れをしたという経過だということで理解

をしております。ただ、今議長申されましたとおり、これから病院の改築とい

う場面も控えておりますので、十分２６年度で慎重に議会と協議をさせていた

だいて、２７年度以降の対応について検討させていただきたいと思いますので

ひとつよろしくお願いいたします。 

委員長 ほかございませんか。なければ７６、７７ページ。７８、７９ページ。千葉委

員。 

千葉委員 ６番千葉です。７８ページ、振内歯科診療所の運営資金の貸付金についてお尋

ねいたします。一時指導してから定額だと思うんですけど４４万円ずつ貸付の

元利として納めてきてるわけですけども、今の現在の状態で、このままいけば

いつこの貸付金がなくなっていくのか、見通しとしての捉え方はどうなのか、

お答えいただきたいと思います。 
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委員長 町民課長。 

町民課長 お答えいたします。実際の貸付金としましては５３２万８千円貸し付けており

ます。そして今現在、２月末現在ですね、２９６万４４００円が入金されてい

るということです。残り２３６万３６００円残っております。あと５年程度か

かるかなということでございます。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 そうですねまだ私もあと５、６年間かかるのかなと思っておりましたけど。実

際の歯科診療所としてのですね、これは個人の開業でやられている、基本は建

前はそうだと思うんですけども、今現在患者の動向とかですね、町としてもや

はり、今現在置かれてる、いわゆる歯科診療所としての収入として安定してき

て、患者を受け入れてくれてるのか、その辺の状況、私も地元に住んでてさっ

ぱしわからないというような現況なんですけども、その辺、振内の歯科診療所

の吉川さんのほうと話はすることあるんでしょうか。 

委員長 町民課長。 

町民課長 今の患者の状況とかそういうことでいきますと、まずそれなりの患者はいると

いうことで話はされています。ただ何人来てっていうそういうことは、実質的

には話はされていません。今後ですね、基本的に、地域になるべく根ざしたか

たちのものでやっていきたいということは、本人も言ってますのでそのへんご

理解いただければと思います。以上です。 

委員長 ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 ７６ページなんですけれども、住宅改良資金貸付金のところで、 

委員長 ７６ページですか。 

平村委員 はい。２５年度の未納額の見込みはどのぐらいなのか、昨年聞いたときには２

４年度決算で８８６３万円弱ありましたので、その辺の累計額がだんだん上が

っているように思います。また決算審査のときにも改善策を指摘していました

が、なかなか改善をされていないんではないかと思いますので、今年度２５年

度の決算の見込みはどのぐらいなのか、また貸付選考委員等もアイヌ協会の関

係者があたっているようなので、その未納実態についても相談をするなり、な

にかの対策をやったほうがいいんではないかと思いますが、その辺の対策をど
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のように考えているのかお答え願います。 

委員長 アイヌ施策推進課長。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

今回のご質問のところにつきましては、７６ページの住宅貸付金の元利収入と

いうことのところでの質問ということなんですけれども、今年度、二つほどご

質問があったのかなと思います。それで、今年度末の貸付返納につきましては

滞納額分としては８２００万を超える金額になります。それについての収入等

を計算して、今回の元金を計算させていただきました。具体的に申し上げます

と、現年分といたしまして収入として１８８０万ほど、滞納部分として８２３

６万１千円程度ということになっておりまして、これらについてそれぞれ３か

年の収納率等を勘案しまして計算した金額というふうになってございまして、

そのトータルが今般の１４７２万５千円というふうになってございます。それ

で、今年度といいましょうか、今後の滞納が増えていくということを予見され

てのご発言ということなんですけれども、今後滞納額、納めていただけない方々

が納入されていないという状況にありますので、それがまだ今年度予想ではご

ざいますけども、６００万ほど増えるのかなというように考えておりまして、

滞納額としては８８００万ほどというふうに推測がたっております。これにつ

いてそれぞれ改善策を具体的に行っていったらというご意見でございまして、

決算審査等でもお話をさせていただいておりますけども、なかなか改善をする

にあっても特効といいましょうか良好な改善策がなかなか示されないというこ

とで、これについて私どももう少し工夫を凝らしてやっていきたいというふう

に考えております。委員のご指摘にありましたように貸付にあたって貸付の段

でそれぞれ委員の方々のご意見を聞くということも行なっておりますけども、

これに加えて今後は、実際に貸付が、徴収が停滞しているということについて

もう少し関係者に具体的に説明をしながら改善を図っていかなきゃいけないと

いうふうに思っております。先ほども申し上げましたけれども、ただこの長年

かかって貸付をしてきているという背景をよく分析をしなかったらいけないと

いうことがございまして、実際にその従前にお貸しをした段階においてそれぞ

れ連帯保証人等もついていただいているということになるわけなんですけれど

も、そういった方々がすでに亡くなられているというようなことも踏まえて、

そういう状況をよく分析をしながら適切な改善策を出して効果を上げていきた

いとそのように考えていますのでご理解のほどよろしくお願いをしたいと思い

ます。 

委員長 数字的なもの明確に聞こえました。平村委員。 

平村委員 わかるんですけれども、この貸付は道の補助金ももらいながら、本当に住宅を

建てたい人は一生懸命生活も詰めながらでも一生懸命払っている人は払ってい
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るんです。ですからそういう不公平のないようなかたちで、払える人も働いて

いる人も払わないでいるような決算審査のときに名簿を見たらそういう感じも

受けましたので、やはり頑張って頑張って私は食べないでも払ったんだよって

いう方もたくさん住民のなかにいますので、その辺の不公平さをなくすように

やはりわずかずつでも良いですから払う意思を持たせてもらうとか、あとアイ

ヌ協会の人たちも貸すときには選考委員になって一生懸命しているようなんで

すけれども、やはり保証人制度もきちっとなってなかったのかどうかわかりま

せんけれども、やはり保証人に払ってもらうんではなくて、払うように進めて

もらうようなやはり対策もとらないと、やはり町民として不公平さが生じるの

でそのへん特に気を付けながらぜひやっていただきたいと思います。 

委員長 アイヌ施策推進課長。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

ただいまご指摘いただいたことにつきましてきちっと踏まえながら、改善策を

練っていきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

委員長 ほかございませんか。なければ７８、７９ページ。８０、８１ページ。平村委

員。 

平村委員 ８１ページの新規就農研修生住宅利用者負担分でこれ出てきたんですけど、こ

れが２５年度の新しく建ったのと、まあ今建ててるんですけど、そういう分の

収入がこれ全部なんでしょうか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。ここに載っております新規就農者の住宅利用負担金につい

ては浄化槽の管理の分の負担金になりまして、本町地区と振内地区１棟２戸ず

つありますので、４戸分の浄化槽の管理料を入っている方からいただく金額に

なっております。 

委員長 ほかございませんか。なければ８２、８３ページ。山田委員。 

山田委員 ８２ページです。びらとり温泉指定管理者納付金ということで、今年度初めて

出てきましたけども、この納付金という意味合いとこの温泉３５０万のこの内

容ですね、この金額の査定したいきさつなどお話願いたいと思います。 

委員長 副町長。 

副町長 昨日の話と繰り返しになりますので、ひとつよろしくご承知願いたいと思いま
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す。このびらとり温泉指定管理者納付金につきましては、前段平村議員のご質

問で産業課長がお答えしたとおり、びらとり温泉の新たな指定管理者であるア

ンビックスについては平成２６年度からのファミリーランドの委託管理につい

ては、どうしても会社の都合上できないということで、これは全員協議会のと

きにもお話ししたとおりでございます。そうしますと、どうしてもファミリー

ランドの管理については別なところに委託をしなければならないということ

で、先ほどご説明したとおり新たに森林組合に委託をするということで考えて

おります。森林組合に対する委託料、それと電気料含めて年間経費が約１２０

０万が必要であると。その１２００万のうち施設の使用料、そして売店等の売

上料含めて約８５０万については、何とか自助努力でカバーできるけども残り

３５０万についてはかなり現状のなかでの経営のなかではカバーできないとい

うような状況になっております。そういうことから新たな施設の指定管理者に

なるであろうアンビックスとの協議のなかで、いままで例えば管内の新ひだか

町にあります蔵三また東神楽町にあります花神楽、これらの施設については、

アンビックスから町に対して一定の寄付を出してるというお話も聞いておりま

すので、三石の温泉、蔵三のだいたい納入金額、寄附金等を参考にして３５０

万程度の納付金ということで、予算計上したところでございます。これらにつ

いては、先ほど別な事項で説明したとおり、この納付金プラス施設の使用料、

そして売店の売り上げ料含めて、約１２００万のなかで年間管理を森林組合に

お任せをしたいということで、想定をしております。そういうようなことで予

算計上しておりますのでひとつよろしくご理解をしていただきたいというふう

に思います。以上でございます。 

委員長 山田委員。 

山田委員 昨日も説明していただき、今日も平村議員の質問のなかで若干の説明聞いて理

解はしております。この１２００万という中身に関しては、当然自分も理解し

たところでございます。ただこのびらとり温泉指定管理者納付金というこの納

付金、今副町長お答えいただいたなかで、三石蔵三及び東川町の花神楽等には

これ相応の寄附金をいただいておりますという話を今説明してもらったんだけ

ど、それであれば寄附金という項目、昨日検討した指定管理者との話し合いの

なかで寄附金のなかにこの３５０万、入れたらどうですかという話をしたら、

金額は書くことはできませんと。あくまでも寄附ですので金額書くことはでき

ない。さらには、３年ほどは経営が落ちつくまではこういう金は、あてにはで

きないような話されてて、いざこのびらとり温泉納付金としてこうやって３５

０万平気で書くということは自分としてはどうしても理解できないんですよ

ね。前回昨年度も、振内のホームを建てるときに国の資金を予定して建てるこ

とを予定しておりますんで、ぜひともこれを収入として書きましたという話で、

そのときに何回かのやりあいのなかで、この予想で収入を書くというのはどう
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しても、特に今年はこの納付金というのが、寄附の話をしたときはそういう返

答だったので、納付金としてはこうやって平気で書くんですけど、寄附金とし

ては、どうしてもその辺は金額及びパーセンテージは書けないって返答なんで

この辺どうしても理解できないんですよね。その辺説明願えればなと思うんで

すけど、その辺いかがでしょうか。 

委員長 副町長。 

副町長 この話も何度もさせていただいていると思います。蔵三にしても金額を明示し

た協定書を結んでいるわけではないということで、それについても事前の協議

のなかでお話をしていると思います。それで、昨日ご説明申し上げているのは

金額を記載するのはやっぱりいまの段階ではまずいと、できないということで

お話しをしております。その理由として、協議のなかで、ここ２、３年につい

ては、恐らく黒字経営にはならないでしょうと、そういうなかで金額を提示を

するということはなかなか、会社として難しいということがございました。そ

れで昨日の説明では、経営が軌道に乗った、例えば３年後４年後のなかで、も

し金額が確定できるんであれば、将来協定の中身をかえて、協定書の中身をか

えて金額を明示するようなかたち、あるいはそのパーセンテージを明示するよ

うなかたちへもっていきたいというご説明をしたと思っております。そういう

ようなことであくまでも収入については、いま見込まれるという想定でござい

ますので、見込まれる金額で計上しているということでご理解をしていただけ

ればなというふうに思います。以上でございます。 

委員長 山田委員。 

山田委員 見込まれる収入ということで、ですけども、実際は先ほど説明したとおり２０

０万円の電気料が足りない分、ほぼその金額に消えていくんでしょうけども、

ということであるんであればね、昨日もちょっと終わってからお話しさせても

らったんですけども、やはり電気料の部分がどうしてもいままでは委託のほう

で払ってもらってたんで急に町のほうに回ってきました、ほんでこの電気料と

して支出としてあげたいんですけどっていう説明があるんであれば、まずその

なかでの話し合いでＯＫも出るようなことになろうかなと思うんですけど、そ

れの予算についてはいろいろ議会のほうからもつっこまれて町のほうも、立場

として大変な面もありますけども、そういう書き方であるのであればいいんで

すけど、このあてのできないものを納付金としてあげるっていうこと自体が、

寄附はだめで納付金はいいっていうこの納付金という意味合いを、納付金って

のはどうなんですか。まあ納付する金なんでしょうけども、その辺がどうして

もそれ、支出で電気料２００万足りません、２００万円という書き方はできな

かったのかどうかっていう、その辺はどういう検討されたのかちょっと説明願
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います。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えさせていただきます。その件については昨日の全員協議会またそのあと

の話のなかでもさせていただいておりますけれども、うちの協定書のなかでは

寄附金等というようなかたちになっておりますけれども、アンビックスの話で

は、税制の関係で寄附金ではなくて納付金みたいなかたちのというようなこと

も言われてきているんですよね。予算的には寄附金のところじゃなくて、雑入

の納付金というようなかたちで予算措置をさせていただいたというようなかた

ちになっております。それで寄附金と納付金で違うんじゃないか、意味合いが

違うんじゃないかという指摘なんですけども、その部分についてはまだ協定書

確定したわけではありませんので、協議をしながら寄附金等とは書いてありま

すけれども、納付金等っていうようなかたちのもので検討もしていきたいと思

いますし、他町の例でございますけれども先ほど言った東神楽町花神楽の関係

ですけども、そちらのほうは納付金として金額を明記して、あとからそういう

契約といいますか、それを結んでいるわけなんですよね。年間いくら支払いま

すとか、というかたちで納付金ということで、協定を結んでいるようなかたち、

指定管理の協定とは別に納付金の金額を決めて協定を結んでるようなかたちに

なっているということで、その部分については視察をして実際に見せてもらっ

ているところでございます。副町長いましたとおり、当初はなかなか黒字は難

しいということで、そのなかにはじめから金額入れるのはちょっと難しいんで

すけれども、町の予算のなかとしましては支出と収入のきちんとバランスをと

るようなかたちのなかで財源内訳として３５０万を書かせてもらっている、当

然それだけ入り込み数、利用者数を増やして、町としてもその部分については

それぐらいの金額が出せるようなかたちに協定を持っていきたい、納付してい

ただきたいということを考えておりますので、副町長言ったとおり３年４年で

経営が安定してきたときに、ほかの町の先例もありますので、納付金の協定書

を金額を入れたようなかたちで結んでいければというふうに思っておりますの

で、ご理解をいただきたいというふうに思っております。 

委員長 山田委員。 

山田委員 あとでまた１２００万円の項目で、ちょっと質問させていただきますけども、

この収入の段階でこれ来年以降もこの納付金として出していこうとしているの

かどうか、最後にお願いいたします。 

委員長 産業課長。 
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産業課長 当然来年以降もそのようなかたちで出していきたいというふうに思っていると

ころであります。 

委員長 関連の質問ございませんか。平村委員。 

平村委員 今の関連なんですけれども、副町長の話では３年ぐらいは赤字がなるんではな

いかという見込みのなかで、この３５０万円を書かないで、ここはもうゼロに

しておいたほうがいいんじゃないでしょうか。町民に説明もつかないと思いま

すよね。ただ１２００万の管理費、二風谷ファミリーランドのそういう経費の

中でこれも入れてということで、町のほうは考えているかもしれませんけど、

まだこれから７月からオープンしてね、特に、今年度２６年度はどうなるかも

わからないなかでこの金額を書くこと自体がおかしいと思うんですけど、その

へんは、何ともないんでしょうか。抜かしてゼロにしたほうがいいと思うんで

すけど。 

委員長 副町長。 

副町長 予算の性格上、歳入と歳出のいわゆるつじつまを合わすと、バランスをとると

いうことでいくと先ほども言いましたとおり、使用料の収入、それと売店収入、

それとこの納付金収入合わせて１２００万ということで想定をしています。で

すから例えば、会場の各種の利用料についても、これはあくまでも先ほど来説

明したとおり、１．５倍なり２倍を見込んだ想定でございますので、一応そう

いうかたちで予算計上しているということをご理解をしていただければなと思

います。よろしくお願いいたします。 

委員長 ほか関連の質問ございませんか。今いろいろあったんですけど、これそもそも

納付金というこの言葉自体をこの予算の項目の中で使っていいものかどうかっ

ていうかね、この本来納付金っていうのは例えば入学納付金だとかっていう、

目的がはっきりしていて使用目的がきちっと決まってるものに対してしか使え

ないんですよね。これ不確定な、要するに入るか入らないかわからない寄附金

というか、そういうものに対してこの納付金って使えるんですか。ほかのとこ

ろの項目どこ見ても納付金という言葉どこにも出てこないんですよね。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

雑入というところでただ分担金負担金ですとか使用料はその条例等に基づいた

根拠があるというところで、そういうものはないというところもそれ以外の収

入ということでの今回雑入というかたちでみさせていただいておりまして、名

称等につきましては収める側の意向ですとかそういうものをかなり尊重するよ
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うなところもございますので、あまりこだわらないというか、こういった内容

で収めたいというものがあれば、その名称で受けるというのは可能だというふ

うに、予算書上はですね、考えております。 

委員長 

藤澤委員 

これ、本当に繰り返しになるんですけど、施設使用料だとか何とかってそうい

う名目のほうが適切だと思うんだよね。これ納付金というのがどうもぴんとこ

ないんだよね、自分としては。このへんはもうどうしようもないというか、こ

の文言が一番適切だとやっぱり判断するんですか。藤澤委員。 

関連でいいですか。藤澤です。多分会社側の経理の問題かと思うんですね。寄

附金であれば、会社の利益に乗じた会社の判断で経理がなされる、納付金であ

れば、これは解釈の問題ですよ、納付金であれば、いわゆる指定者側からのあ

る意図が入っての勘定科目かなと、そういう、取ると取られるの話じゃないん

ですけども、その辺の勘定科目の意義を解釈なりに問えば次回に説明願えると

思うんですけど、いかがなものでしょうか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 その辺も相手方と協議して、そのようなかたちが一番良いっていうかたちでは

聞いておりますけども、確認したいと思います。 

委員長 ほかございませんか。鈴木委員。 

鈴木委員 この件については、最初の協定の協定書の協議のときから寄附金という相手の

善意的な捉え方の項目の設定でいいのかということの議論が当然あったわけ

で。昨日の段階でもですね、この予算書のなかでこういうふうに納付金と。ま

あそれは今の説明によると、当然会社側の意向も反映してこういうかたちにな

っていると。だけれども協定書そのものは、あくまでも寄付等ということがか

わらないという、そこのところの協定書における文言とこれが違うということ

について、やっぱり捉え方だと思うんですよ。すでに最初の協定書についての

協議のときからそういう話出ておりましたので、ここでこれ以上言ってもやむ

を得ないとは思うんですけれど、協定書がまだ確定してないという段階、最終

的に確定する段階まで、文言についてはもう少し精査してやっていただきたい

ということを申し上げたいと思います。 

委員長 副町長。 

副町長 議長のご配慮によって新たな協定がはっきり決まるまでの間このかたちでとい

うことでございます。先ほど産業課長説明したとおり、アンビックスとも協議
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をして、納付金なのか、寄附金なのかその辺もきっちりと精査をして、また、

協定書の協議のなかでご報告申し上げたいというふうに思いますので、ひとつ

よろしくお願いいたします。 

委員長 ほかございませんか。なければ８４、８５ページ。８６、８７ページ。千葉委

員。 

千葉委員 ６番千葉です。８７ページの学校給食の備品整備事業の関係でお伺いしたいと

思います。学校給食、存じてあげてる通り平取町は自校給食ということで、学

校単位で調理がなされている。特に最近、その調理をなさってる方あるいはそ

の学校の先生もそうなんですけども、調理室のいわゆる衛生管理、温度管理に

まつわる部分で、やはり学校単位の空調設備に対して相当気遣いをしてる。要

するに夏場の温度だと、やっぱり調理してるところのいわゆる火器を使ってる

温度がそのまま調理室にこもるということで調理したあと長い時間置けないよ

うな状況があったりということも実は伺っておりまして、将来に向けてですね、

今後のこの、備品になるのか、給食設備の部分だと思うんですけども、その辺

の考え方を持っていないのか、あるいは教育行政サイドでもそのような要望を

受けてないのか、現場からの意見はどうなのかということをお伺いしておきま

す。 

委員長 生涯学習課長。 

生 涯 学 習

課長 

ただいまのご質問にお答えしたいと思います。給食の厨房につきましては、従

来より高温になるということで、エアコンの設置について要望が上がっており

まして、順次学校にエアコン設置をしてきております。計画にも厨房の設備に

つきましてのせて設置してきております。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 順次ということでいつまでに、町内町立の学校すべて完備になる予定でしょう

か。 

委員長 教育長。 

教育長 お答えをさせていただきます。学校給食にかかわります調理室でのエアコン整

備ということでありますけれども、このことにつきましてはすでに町内小中学

校７校ともにエアコンについては整備完了いたしております。 

委員長 千葉委員。 
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千葉委員 ということはすべて完了というかたちでよろしいんですか。そしたらその部分

での要望はもう一切ないという理解でよろしいですね、わかりました。 

委員長 ほかございませんか。なければ８８ページ。それでは、以上で歳入の質疑を終

了いたします。次に、歳出の質疑を行います。９０ページの議会費から質疑を

行います。９０ページ、質問ございませんか。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 議長交際費のことでちょっと伺っておきたいんですけれども、私もむかわの関

係、衛生組合の関係とかさまざまなところにも特に行事を実施されてそれに各

町村の議長が出席という場面、多少なりともやはり冠婚葬祭というか、特に葬

儀の部分もそうですし、それから行事出席の場合でもこの議長交際費でしばら

くいいとお考えなのか。私はもう少し議長交際費の幅を持たした方がいいと思

ってるんですけれども、その辺、また、予算としてですね、予算書の中で歳出

のなかで、この程度の金額でずっとおさめていこうとしてるのか私はもうちょ

っと拡大解釈するとか何とかじゃなくて、他町並にですね、やはり議長交際費

は持たせるべきだなという考えでいるんですけれども、いかがでしょうか。 

委員長 町長。 

町長 お答え申し上げますが、予算計上につきましては実績に基づきながら計上して

おろうかと思いますので、今後、状況をみながら必要であれば新しい２７年に

なろうかと思いますけれども、そういうなかで対応させていただきたいと思い

ます。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ９１、９２ページ。松澤委員。

松澤委員 ２款１項１目１３節のホームページ改修委託料について伺います。まず、おお

まかにどのようにかわるのか、ちょっとわかってる範囲で教えていただきたい

のと、２６年度に産業課のほうでキャラクターデザインを全国から公募すると

いうことで、厚真町の例だったと思うんですけれども、７００件のアクセスが

あったと伺いました。平取町をアピールする最大のチャンスでもありますので、

公募するのにこの改修が間に合うのかどうかお聞きしたいと思います。 

委員長 総務課長。 

総務課長 ホームページの改修の関係でございますが、改修内容についてでありますが、
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今回の改修内容で特に大きなものにつきましてはＯＭＣシステム、コンテンツ

管理システムの導入が一番大きなものということになっております。これにつ

きましては各担当が直接もっと情報を入力できるという方式にかえるというこ

とが一番大きなものだというふうになっております。改修内容はそのほかにつ

きましてはデザインの全面変更、見やすさ、わかりやすいデザインだとかです

ね、そういうものということでこれからの発注ということになりますがキャラ

クターでの、今、厚真町で７００件の・・がってことでありますが、新しいホ

ームページの改修にはこれについては間に合うかいま早急にやりたいと思いま

すけれども、すみません、４月の１７日までが必着ということになっておりま

すので、この新しいホームページについてでの募集ということではないという

ことになりますので、ご了承願います。 

委員長 松澤委員。 

松澤委員 間に合わないとは思うんですけども、その間にリニューアルの予定はないかな

と思います。先ほどふるさと納税の話もありましたけども、それまでに、本当

にこうアクセスがぐっとくるっていうそういうすごい期待をしていますので、

そのなかで少しでも良い内容にして、いまできることをしていただきたいなと

思うんですよね。それで先ほどのことにもつながりますし、例えば５千円の寄

付の人にはトマトジュース１本だけど１００万の人には温泉の宿泊券何枚と

か、そういう、それはまたちょっと先のことなんでしょうけども、そういう人

が見るということのチャンスは最大限ちょっと活かしたかたちにちょっと持っ

ていっていただきたいなと思うので、ちょっと日にちは少ないですけども、そ

ういう部分でちょっと頑張ってほしいなと思うんですけど、無理でしょうか。

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。先ほど総務課長答えた通り、キャラクターの申込期限につ

いては４月の中ごろになってるということで、それに間に合うのはちょっと難

しいかなという気がしております。それで先日の産業厚生常任委員会のときに

話をさせていただきまして、キャラクターデザイン作成の関係につきましては

平成２６年度の予算で計上させていただいておりますけれども、町としまして

は９月の沙流川まつりのときに、すべてでき上がって発表していきたいという

スケジュールでございまして、それから逆算していきますと、３月の上旬に公

募をかけていくようなかたちでないとなかなかタイムスケジュール的に難しい

部分があるのでご了解をいただきたいということで、産業厚生常任委員会に説

明をさせていただいたところであります。そのなかで話を聞いていただきまし

て、いまあるホームページのなかで総務課情報管理のほうと連携を取りながら、

ホームページのほうにのせていただいているというようなかたちで新しくリニ
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ューアルしたなかでの部分では間に合わないようなかたちですけれども、現在

のなかでより情報、応募件数だとかが増えるようなかたちでホームページ、ま

た先に説明させてもらったとおり公募ガイド等にも掲載していただいたり、新

聞紙上でも掲載をしていただいてＰＲをしていきたいというふうに考えており

ます。委員おっしゃるとおり、リニューアルにはちょっと間に合わないかたち

ですけれども、そういうようなかたちでマスコットキャラクターについて対応

していきたいというふうに思っております。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 ９１ページの昨年の予算審議の際に一般会計の一括計上した嘱託職員報酬及び

賃金の比較表で説明を受けたんですけれども、このたびこの資料が出ていない

ので予算のなかでは移動内容が理解できないので、資料を提出願いたいと思い

ます。また、嘱託職員の報酬が前年度は１名だったのが今年は９名と増えてる

んですけど、その内容も教えてください。また１号から２号に移る昇格の基準

はどうなのか、それも一緒に教えていただきたいと思います。 

委員長 総務課長。 

総務課長 １報酬の関係での嘱託職員が１名から９名、これにつきましては子ども発達支

援センターそして保育所の資格者確保、そして待遇改善ということで２号から

１号への嘱託へということで待遇改善を図ったということであります。それと

嘱託職員が２号から１号への基準ということについては、いまのところは基準

は設けてはございません。ただ、平成１７年か８年頃だと思いますけれども、

基本的に２号から１号への嘱託職員への昇格は行わないという基本方針でその

当時は来ておりましたが、いま現在保育所の保育士等々の待遇改善と資格者の

確保が困難になってきているということで今回については嘱託職員の待遇改善

を図ってきたということでございますので、ご理解をよろしくお願いしたいと

思います。 

委員長 平村委員、３月４日に嘱託職員報酬及び賃金比較表というの渡されてるはずな

んですけどそれとは違うんですか。渡ってますよね。ほか、山田委員。 

山田委員 ホームページも含めて、使用料及び賃借料、委託料ですね、委託料及び使用料

のシステム機器使用料ぐらいまでの全般的にコンピューターというんですか、

それの料金、一部関係ないものもたくさん入ってますけども、こういう委託料、

補修委託料だとかというものもあるんですけど、これすべて、なんていうんで

すか、コンピューターの世界に入るのかなっていう気がしますけども、このペ

ージに関係なくても教育委員会含めて機械のシステムなんですけども、昔大課
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制ということで役場全体の行政改革のなかでですね、人員も段々減ってきて各

課長大変忙しい思いしていると思うんですけども、自分の目から見ても大変職

員の方々忙しくなり過ぎたのか、大変苦労していると思います。コンピュータ

ー１台、昔より比べたら当然この台数も莫大にふえてきて人員が減らされてい

るというような、ちょっと実感しているわけなんですよね。議会の事務局見て

もなんて言うんですか、最新の機械入ってあてれば自動的に録音もされて言葉

も自然に文書になって出てくるような、そういう機械も当然出てくるんですけ

ど何かしら古い人間ですけども何か機械にこき使われてるような気してきて、

そして人が減らされているなかで、課長職の方々また及び職員の方々も大変忙

しいと思うんですよね。こういう料金すべてトータルしたなかで考えると、こ

の人件費のが安いような気してきちゃうんですけども、その辺の総合的な考え

方というのどのように考えてらっしゃるか聞きたいんですけど。 

委員長 総務課長。 

総務課長 定数管理の関係かなっていう気もいたしますので、いま役場の行財政改革のな

かで各係の事務量調査等もいま進んでおります。そして、いま各課の適正人員

配置も含めて、定数管理については検討していきたいということで進めており

ますので、ご理解願いたいと思います。ただパソコンについてはいまもう使わ

なければ事務が進まないということがございますので、覚えてやっていかなけ

ればならないのかなっていうのはやっぱりあろうかと思いますので、ご理解願

いたいと思います。 

委員長 山田委員。 

山田委員 それに頼って仕事しなければ全然進まないということも多々あるんでしょうけ

ども、かといって、例えば文書一つ作るんでもね、人件費、１人どれぐらいか

かるか予想もつきませんけども、何か１人雇ったほうがこのコンピューター入

れ替えして何千万毎年入れ替えだの、ソフトの切り替えだの今度なんというん

ですかいまＸＰも４月９日でサポート終わるんでそれの入れ替えでまた何千万

だとかっていうそういう世界よりは何かしらこう人を１人雇って２人でも雇っ

たほうが安くてお互いに職員同士が楽できるような何かそういう感じがしてき

ちゃうんですけど、その辺の考え方間違いでしょうかね。 

委員長 町長。 

町長 私のほうからお答え申し上げますけれども、やはり業務が以前と随分変わって

きて、例えば福祉であれば非常に相談業務が多くなって、それに日中とられる

という。ただ受けるだけでなくて、それを具体的に解決をしていかなきゃなら
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ないというようなことで、夜は通常業務をやるというようなかたちでございま

すし、あるところではやはり会議のテープおこしにも相当時間がかかります。

こういったものは、議会と同じようにテープおこしは声で読み取るようなかた

ちを、そういう合理化をしながらやれるところは委託しながら対応していかな

ければ、それを全部人件費で雇うということになりますとそちらのほうが相当

高上りなのかなというふうに考えておりますので、今後とも、会議等について

は、そういうテープおこしをできる委託というかですね、そういった読取方式

の委託もありますので、そういったことを軽減しながら仕事の煩雑さを合理化

していかなきゃならないかなというふうに思ってございますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

委員長 ほかにございませんか。丹野委員。 

丹野委員 委託料の機密処理委託料というのが新しく出たんですけども何か秘密を処理す

るんですか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 機密情報処理委託料の関係でございますが、これにつきましては昨年度までＩ

ＳＯの審査委託料ということで、それとあわせて機密処理委託料ということで

計上しておりました。このたび今年の１２月１５日をもってＩＳＯの期間が満

了となるなということで、それ以後については更新審査を行わないということ

にいたしました。その関係で今回新しく機密情報処理委託料、機密情報を衛生

組合だとかで焼却処分するんでなく、専門業者にいままで融解処理をして処分

をするということで再生処理をしておりますのでその分だけ新たな名前で予算

計上させていただいたということでございますのでご理解願いたいと思いま

す。 

委員長 ほかございませんか。なければ休憩いたします。 

   （休 憩 午前１１時５６分） 

   （再 開 午後 １時００分） 

委員長 再開いたします。それでは、９１、９２ページ。千葉委員。 

千葉委員 ６番千葉です。９２ページのですね、１４節使用料及び賃借料のことで、連絡

車リース料のことでお伺いしたいことがあります。今現在の町のほうで使用し

ている、連絡車リース料、それから町自前で町の登録になってる、町が所有し

ている車輌含めて、今現在何台ぐらいで、町の業務を遂行してるのか内訳をち
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ょっと知りたいんですけども。 

委員長 総務課長。 

総務課長 連絡車のリースの関係でありますが、公用車の総台数につきましては一般管理

費で計上しているのが２８台ということであります。その中で総務課管理での

計上台数が１４台ということでリース台数については集中管理者では１０台と

いうことのリース料であります。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 実際各担当課によっては結構車がいざというきに出せないという話も何回か聞

いたことあるんですけども、この台数で十分カバーできてるのか、それと、多

分ないとは思うんですけども、いざというとき、最悪の場合個人の車輌で動く

ようなことは、１回もなかったのか、その辺もちょっと聞いておきたいと思い

ます。 

委員長 総務課長。 

総務課長 公用車の台数につきましては不足ということもございまして、今年度につきま

しては集中管理車輌での２台の増車ということで考えております。基本的には

個人での使用については、どうしても空いてないときにつきましては個人の使

用については何回かはあろうかと思いますけれども、それについては私用車許

可印をもらって使用するというかたちになっておりますので、ご理解願いたい

と思います。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 私の知ってる範囲でも何回かちょっと個人の車で動いてるんだなというのは見

かけたことあるんですけど、そういう場合の費用負担はどのようになってます

か。 

委員長 総務課長。 

総務課長 特に町外だとかそういうものについて私有車だとかそういうのについてはバス

汽車相当というかたちでの計上で経理をしていると思います。 

委員長 ほかございませんか。鈴木委員。 
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鈴木委員 ９１ページの１節報酬あるいは、７節賃金にかかわってですね、伺いたいと思

います。この関係につきましては、平成２６年度、２５年度よりですね、かな

り大幅に、全般的に処遇改善が図られたということの中身かなということで、

そういった意味では大変評価するところでございます。そういうなかではござ

いますけれども、若干伺わなければならないかなというところがございますの

で質問いたします。その１点はですね、この総務管理費の関係での資料をいた

だいていますけど、この中で、体育施設費で振内町民センターで２５年度１名

配置されてきたわけでありますけれど、２６年度についてはゼロということで

あります。これは配置しないということなのか、また一般管理費の中で、２名

減と、いうかたちになっております。これについてもですね、内容等について

のご説明をいただきたいと思います。その他もあるんですけど、まだその二つ

の点について伺いたいと思います。 

委員長 総務課長。 

総務課長 それではご質問に答えたいと思います。振内町民センターでの１号嘱託１名が

減ということになっております。これにつきましては定年退職を迎えましたの

で、１号嘱託についてはゼロということに、減ということになっております。

振内町民センターとなっておりますが、１号嘱託で共済組合加入ということで

ございますので、定年でございますので、職員に準じるところがございますの

で、今後２号嘱託での雇用ということで考えております。一般管理費の減につ

きましては、通常の一般事務での緊急に雇用した者を正職員での採用というこ

とで、当初１名でしたが３名を採用しておりますので、２名が減ということに

なっております。 

委員長 鈴木委員。 

鈴木委員 この振内町民センターの関係のことですけども、具体的に、比較して見ると、

２６年度、例えば今２号というような発言をされたと思うんですけど、２６年

度のこの２号あるいは臨時のどこかで入っているのかなっていうのがちょっと

よくわからないんで、その辺ちょっと確認させていただきたいなと思います。

委員長 総務課長。 

総務課長 はい、２号の中で、一般管理費での一般のところで６名のうち１名が、その振

内町民センターから退職者分はここに入れております。 

鈴木委員 理解いたしました。続いてですね、先ほど言いましたように全般としてはです

ね、大変、処遇改善していただいたというふうに思っているわけでありますけ
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委員長 

れども、まあ、予算質疑あるいは一般質問というかたちのなかで今までも、委

託と言う関係についてはですね、いろいろとはお話させていただいてきたとい

うふうに思っておりますけれども、実は、今回この比較表って言いますか、こ

の中でですね、小学校の管理費、小学校業務補助員、これが１名、２号嘱託か

ら委託へとなっております。また、学校給食におきましてもですね、２号嘱託

から委託へという中身になっております。これの中身についてですね、まず伺

いたいと思います。 

総務課長。 

総務課長 基本的な委託の考え方ということでよろしいでしょうか。小学校での業務補助

員、そして学校給食の調理員の退職に伴っての委託ということでありますが、

基本的に委託ということで考えておりますので、継続かどうか、業者での雇用

となるかどうかということについてはですね、私どものほうでは、確認はいた

してはおりません。 

委員長 鈴木委員。 

鈴木委員 今の答弁についてはですね、正直言って納得できないなと思っております。実

はですね、たまたまだったんですけれども、例えば小学校の業務補助員、本当

にたまたまだったんですけど、会って、直接お話聞きました。どういう中身な

のかってことで伺いましたら、その方は６０歳で定年ということで、十分今ま

で、働かしていただいたということと、委託へいくと今までよりも給料は下が

るし、ここで辞めたいということで辞めましたと、そういうことでお話を伺い

ました。あるいは学校給食の関係の職員につきましてはですね、貫気別の給食

の方だということで、丹野議員のほうにお願いをして、話の中身を聞かせてい

ただいたんですけど、この方も６０歳ということで、そういった意味では定年

ということでは、あるんですけれども、その定年以降について、働きたいかど

うかということについての意向については一切、問い合わせもないというかた

ちのなかで、委託というふうに、話としてはこういうふうに出ていると、こう

いうことなんですけども、私のこの認識間違っているのかどうなのか。今、状

況についてはわからないということで、総務課長のほうから話ありましたけど、

それについてですね、明確にお話しいただければと思います。 

委員長 教育長。 

教育長 それでは学校にかかわるということで、現在の質問でございますが紫雲古津小

学校での業務補助員の定年退職にかかわっての民間委託、それと、学校給食の

調理員ということで、貫気別小学校に現在勤務しておりますけれども、この職
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員の補充分については民間委託を行っていきたいとの考え方を持ってございま

す。これまでもこれらについては、回答はさせていただいているところであり

ますけれども、基本的に町の行政改革推進大綱等によりまして、学校の業務補

助員、公務補等にかかわる職種については定年退職を迎えた後には、これにつ

きましては、民間委託を行っていくという基本的な考え方のもとに町の行財政

改革審議会のほうにも諮問を行いながら、答申を得ているということでござい

ます。一つの町の考え方、民間委託に移行するということをもって、これらに

ついてはこれまでどおり行っていきたいという考え方でございます。それと、

新たに学校給食ということで２５年度末で定年退職者がでるということで、今

後におきましても、学校給食調理員ということでは定年退職者が、それぞれ出

てくるということになりますけれども、これらについても、やはり町での直接

雇用ということでなくて、民間委託を行っていきたいという考え方を持ってご

ざいます。これらにつきましてその考え方ということでは、学校給食調理員っ

ていうことでは、他に資質能力と言いますか、それらのものをきっちりと持ち

合わせた者ということが大前提ということになってまいりますし、いわゆる調

理師資格を有しているものが、基本的にその調理の業務についていただくとい

うことを私どもとしては、考え方の一つとして持っておりまして、そこにおき

ましては、学校給食調理員の資質向上ということで民間に委託をするなかで、

民間の能力でありますとか、その専門性というものを活用したなかでの体制を

図っていきたいということでの学校給食調理にかかわっての民間委託という考

え方をしているところでございます。 

委員長 鈴木委員。 

鈴木委員 

委員長 

今給食の関係についてはですね、調理師の資格というお話をされました。調理

師の方、今この２号なってるのは、１３名ということで、全体としてはですね、

もう既に委託になった部分があったかどうかについてはちょっと承知しており

ません。それで、今までも、例えば平小か中かどちらかだったと思いますけれ

ども、定年で退職という方がいらしたかなと思います。そのあとが委託になっ

たのか、それとも補充になったのかということでありますけれども、今お話さ

れましたような調理師の資格を持った方々をということは、満たされた採用に

なっているということなのかどうなのか。それと全体の調理師さん、１３名な

のかどうか、後でお答えいただきたいなと思うんですが、その中で調理師の資

格を持っている方はどのくらいいるものなのか、ちょっと、まず伺いたいと思

います。 

教育長。 

教育長 学校給食調理員にかかわってということになりますけれども、現在、小中学校
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７校それぞれ、調理員を配置をいたしておりまして、人員的には小さな学校と

いうことですけれども、５０人以下５０食以下ということでは１人、あと給食

数に応じてそれぞれ２名なり、最大多いところでは４名というようなことでそ

れぞれ配置をしております。それで、私どもとしても学校給食のより安心安全

な提供ということを踏まえるなかでは、やはり調理員資格を有している者を配

置をしていきたいという考えをしておりますけれども、すべてが調理員資格を

有しているということではございません。各校に、例えば４人を配置をしてい

るということのなかでは１人もしくは２人が調理員資格を有しているというこ

とで、４人体制のなかではすべて４人ということではなくてそのうちの１人、

２人は有資格者というようなことでそれぞれ配置をしているという現状でござ

います。それと、ちょっと数的に何名いて、何人有資格者という、ちょっと教

育費のところでの私になるかなと思ったものですからちょっと資料、今持ち合

わせなくて大変申し訳ないんですけども、後ほどまたお答えさせていただきた

いというふうに思いますけれども、約半数ぐらいは有資格者であったというふ

うに認識をしているところでございます。 

委員長 鈴木委員。 

鈴木委員 資格があるという方ということになるとですね、委託にまわして資格のある方

を獲得したいというのは私はある意味むしがいいのかなと。はっきり言いまし

て必ず、それはいつも言ってますけども、会社の取り分引きますと、それから

給料になるわけですから、資格があろうとなかろうと、とにかく２号嘱託にい

たときと比べれば、お金が下がるということについては、当然そういうことは

想定される。だから資格があるんであれば、資格が要るんであれば、そして資

格を持っているんであればそれなりの処遇をするというのが当然の姿勢じゃな

いかなと思うんですね。その辺ちょっと教育長の答弁については、私ちょっと

納得できないなというふうに思っております。そのことはさておきましてです

ね、基本的に私何をいつも言ってるのかというと、何でこう委託委託と、やっ

ていくんだと。それについては、今の答弁のなかで行革なんだと、いうお話で

ありました。ですけども、私ね、やっぱり、町内にもやっぱり安心して働き続

けられる、そして将来にも少しは希望の持てる、そういう仕事の提供というの

は自治体もやっぱり考えるべきだと思うんです。そして、処遇改善がほかのと

ころでこんだけ進んだなかで、なんでこの教育関係のとこだけがどんどんどん

どん定年だったら、委託でいいんだってそういう考え方になぜなれるんだと私

はそのことが不思議なんですよ。ですからね、先ほど私のほうから言いました

けど、小学校の業務補助員、この人定年だから、もう十分働いたし、やめると。

じゃあ、改めてですね、若い人も含めて応募したい人が、絶対いると思います

からね、だからそういう人たちに、社会保険もあるいは、厚生年金の対象にも

なる将来にやっぱり少し希望のあるような職種の提供ということで、なぜここ
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で、新たに直接雇用というかたちを考えないで委託と、こういう考え方しかし

ないのか、とこれ毎度実は言ってるわけで、そういうことがですね調理員にし

てもそうだと思うんです。そのことをですね、私は考え方改めていかないと、

職場のなかでね、例えば調理員の方だって同じ職場に派遣の人が、派遣ってい

ったら悪いかもしれないですが、委託の人がいる。それから２号嘱託の人がい

る。資格はどっちが持ってるか、これは別ですけれども、委託の人が資格を持

ってて、２号の人が資格がないという場合もあるかもしれない。だけど手取り

はといったらやっぱり２号のほうがいいじゃないかと、同じ職場にいて、まあ

さっき４人ぐらいいる場所もあるというお話でしたけども、そういうふうにな

るとね、働く人にとって働きがい、本当にある職場っていえるのか、提供して

るってことが言えるのかと。やっぱりそこんとこ考えないと職場のなかでの人

間関係も含めてですよ、やっぱり、働きやすい環境ということを考えてくださ

いよという、これはいままでも、毎年のように申し上げてきたという思いがあ

りますので、私はこういうかたちについてですね、基本的に働いていただく、

そのルールといいますかね、定年でやめるということになったら、やっぱり町

は新たに再募集をかけてやる、それから、定年だけどもう少し働かしてほしい

という人は、定数外条例の関係もあるということもあるんでしょうから、それ

は希望によって、委託会社にひとつ登録して頑張ってくださいというやりかた

も、これは私、良いと思うんです。ただ、その委託先だけれども、もういいか

なというふうになった場合は、それを委託にそのまま任せるということでなく

て、やっぱり町が定数外職員として新たに雇いなおすと、新たに別な人を募集

すると、そういうことを基本的にやらなければね、やっぱり働きがいのある職

場っていうのが、どんどんどんどんなくなることにつながりませんか。そのこ

とをやっぱり町は基本的にきちんと考えるべきだと、考えなおすべきだという

ふうに私考えています。そのことが今回の関係で、すぐできるできないという

ことよりも、基本的にそういう考え方を持ってもらわないと、この行革という

意味は何なのかと、金のこと、減額につながれば行革につながる、そういうこ

とにはやっぱりならんと、そのことを私常に言ってるんで今の意味合いにおい

て私もいろいろ言うとちょっとあれなんですけども、答弁ひとつお願いいたし

ます。 

委員長 総務課長。 

総務課長 それでは委託の関係での直接雇用すべきでないかということでありますが、基

本的な町の公共施設等の民間委託の基本的な考え方といたしまして、先ほど教

育長も申されましたが、施設の管理等にかかわります部分のなかで定年退職を

迎えた時点で、簡素で効率的な行財政運営を図るため民間で行える委託できる

ものについては委託をしながらということのなかで、ある程度スリム化を図っ

てきております。そして、いままでの民間委託の状況でもありますように、学
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校だけではなく公共施設の管理といたしましての役場庁舎だとか、ふれあいセ

ンター、そして中央公民館、そして清掃、そして公用車の運転業務などを委託

をしてきているところであります。委託をすることによって経費の抑制につい

てもそうでありますが、人員の確保の関係、そして人員管理業務の軽減という

こともございますので、そういうことから民間委託を進めているということで

ございますので、ご理解を願いたいなと思っております。 

委員長 鈴木委員。 

鈴木委員 先ほど言いましたからあれですけど、行革イコールとにかく経済的に楽になる

と、町が楽になっても働いてる人たちがね、働いている人たちが条件、いまま

でよりも不利な条件で働かざるを得ないというそのことについて、町さえ行革

できればいいということなのかということを言ってるんです。これ責任のある

町長あたりから行革のトップというふうに伺ってますので伺えれば伺いたいと

思います。 

委員長 町長。 

町長 それでは、私のほうから申し上げたいと思いますが、結論から申し上げまして、

嘱託職員が定年退職した場合についてはやはり働く意欲があれば民間であれば

６５歳過ぎても意欲、そして健康であれば働いていただきたいという、そうい

った思いがございますので、これらについては第４次の行革の推進計画に基づ

きながら民間委託を取り組んでいるところでありますが、今回も少しずつでは

ございますけれども、資格を持っている者については、２号嘱託を公務員とい

うようなかたちで１号嘱託に改善をしながらやっておりますし、また民間委託

で確かに管理費ということで事務的なものでとられる分はございますけれど

も、少しずつ改善をしながら、取り組んできているところでございますので、

ただ経費が浮くからということではなく、やはり働く意欲があれば、長く働け

るようなかたちの道をさぐるというようなことも一つの考え方で行っておりま

すし、やはり民間に委託すれば総務課長も言ったように、人事管理業務という

か、休暇取得に伴う代替の配置、あるいは病気だとか、けがの対応、研修指導

だとか、そういったものもある程度そういった業務、欠員ができた場合はすぐ

補充できるとかそういうようなかたちで民間委託のほうが非常にノウハウを持

っているということで取り組んでございますので、私どもとしてはやはり財政

的なことも考えながら、できるだけ民間委託の方々の人件費があまり削減され

ないかたちで手持ちに残るようなかたちで今後とも、財政的なこともにらみな

がら、取り組んでまいりたいというふうに思ってございますので、ご理解を願

いたいというふうに思います。 
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委員長 鈴木議員。 

鈴木委員 今町長のご答弁のなかで６５歳以上になっても働く意欲のある人が働ける、そ

のためには委託のほうが都合がいいということも実例としてですね、私そうい

う側面があることは何も否定しません。否定しないんですけれども、じゃあ例

えば今回、その一例として言いましたけども、給食調理員の関係、もう３月、

もうすぐ終わり迎えるこの時期にきてもですよ、いま働いている方に対して、

これからも働き続けること希望しますか、希望しませんかという問いかけもな

いという話、それでもう一例のほうのですよ、小学校業務補助員の関係の方の

お話ではですね、これから、委託のほうからくる方に対して、業務の引き継ぎ

をお願いしたいと。それはまだ誰という話があるわけではないんでしょうけれ

ども、ですからこれは４月１日以前に業務の引き継ぎってのはこれしなきゃな

らんことでしょうから、だから当然にしてある程度ですよ、私はこれ推測で言

うんですけど、委託という話が出ている以上、既に話としては進んでいるんだ

ろうなと思うんですよ。ですからね、町長が今おっしゃった６５歳以上になっ

ても働き続ける意欲のある人は、使える条件になるんですよって言うけれども、

いま６０歳になった方、そして定年を迎えた方に対して聞いてもいないと。あ

わないんでないんですか。おっしゃってることと、それがあわない。そして先

ほども言いましたけども、調理員については有資格者がほしいんだと、有資格

者は、ということでは今回保育士さん方本当に２号嘱託から１号嘱託へと本当

に処遇改善いただいて、大変喜んでいただいているんじゃないかなと思うんで

すけれども。そういった意味からいったらですよ、有資格者がほしいのに委託、

これだっておかしなことなんですよ。改めて答弁求めます。 

委員長 町長。 

町長 これは一般論でありますけれども、町の再任用もそうでありますけれども、こ

れまでも５人退職して希望５人するから、すべて、ということではなくて、適

材適所というか、適格者であるかどうか、そういう個々詮議の範疇でできるだ

けそういうかたちで採用したいということもありますけれども、どうしても

個々詮議という範疇が入ってまいりますので、いまの現状についてはどうこう

とはありませんけれども、そういった選択肢もなかにはあるのかなというふう

に考えてございますので、その辺はやっぱり適任者を、やはり民間委託であろ

うと、町の職員であろうと、そういうかたちになろうかなというふうに思いま

すので、ご理解願いたいと思います。 

委員長 鈴木委員。 

鈴木委員 業務補助員の関係ですね、現実伺いたいと思うんですけど、委託されたあとに
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ですね、委託先で雇用されたかたちのなかで、業務補助員ですよ、６０歳未満

の人なのか、６０歳以上の人なのか、その辺、どういう中身になってるか伺い

たいと思います。 

委員長 

教育長 

教育長。 

学校におけます業務補助員ということで、現在、民間委託での雇用者というこ

とにつきましては、年齢的には６０歳以上ということになっております。それ

と、先ほどからお話が出ておりますけれども、これから民間委託を予定をして

いるということで、現状においてはまだ、今勤められているといいますか、そ

の方々にその声がかけられてないとかということでありますけれども、この予

算措置ということ含めて、やはり議会の議決を得た後に、それらについては民

間委託会社のほうにお話を申し上げながら、そこのところは声かけをしていく

ということでございますので、議決前ということも含めましてその対応はして

いないということでございますのでよろしくお願いしたいと思います。 

委員長 鈴木委員。 

鈴井委員 建前としては多分そういうお答えなるだろうというふうには思います。それは

それで結構ですけれども、ただ働いている人が定年退職を迎える。もうすぐ定

年で、そのあと働き続けることができるんだろうか、どうなのかっていうこと

の、それはやっぱりある意味不安とか希望とかっていうのはあると思うんです

よ。そういうことにこの３月になってもですよ、しかもこの委託という言葉で

議会に提案、説明しておきながら、まだ本人にその意向も確認していない。そ

ういう話になりますか。 

委員長 教育長。 

教育長 この紫雲古津小学校での業務補助員、そして貫気別小学校での学校給食調理員

ということでの民間委託ということで、新年度からということで、現在の方を

雇用するかどうかということについては、あくまでも民間企業での採用という

ことになりますので、私どもとして、現在の職員に対して、勤める意志がある

かどうかということは、それはでき得ないのかなというふうには思っておりま

すので、この議会議決がいただけたとすれば、これをもって民間会社のほうに

お話を申し上げながら、そこで民間会社として、採用していく上で教育委員会

なら教育委員会のほうに、基本的にはその会社のほうで人をさがすということ

にはなろうかなというふうに思いますけれども、そこのところで教育委員会に

対して相談等があったときにはこの方等については、どうでしょうかというよ

うなこともそれはあるかなというふうには思っておりますので、現在の段階で
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は、私どもが積極的にその職員に対して雇用、採用、そういう勤めていく意思

があるかどうかということの確認はしないということであります。 

委員長 鈴木委員。 

鈴井委員 そういうことであればね、だからこそ定年退職したあとについては、働き続け

る意思があるかどうかというのは先ほどだから町長本当にそういう方も委託を

したときには、働き続けれる可能性があるんでないですかとおっしゃったわけ

ですよ。ただ、その人のいままでの業務成績みたいなことを含めてね、やっぱ

りちょっとその辺選択の余地はあるかもしれないようなお話だというふうには

思うんです、それはね。だからこそ、そういうふうに進められないケースとい

うことが、もしそういうケースであれば、定年退職のあとはですね、やっぱり

それこそ有資格者ということも含めて、もう一度やっぱりね、町として新たに

募集をかけて求める、委託に単純にまわすということでなくて、そういうふう

にしてとにかくやっぱり、町内の人が働きたいという人が応募するわけですか

ら、たいていはですよ。その希望、やっぱりこう希望がある職場で働きたいと

いうのがそういう方がたくさんいるわけですからね、そういうことのために、

こういうケースというか、職場をちゃんと確保していくっていうのもこれは自

治体の大事な仕事じゃないかなと思うんですよ。なんでもかんでも委託ってこ

とではないのかもしれないけれども、それでもう一つ請願審査の結果報告とい

うかたちのなかで、自治体における言ってみればワーキングプアの解消を国に

財政的なことも含めて、きちんと法律も含めて、なおしてほしいよという、そ

ういう請願について、委員会は委員全員でもってですね、これを採択として、

そして、１３日の本会議で意見書案が提出されて、という運びになってるんで

す。そういうさなかにね、自分の自治体の足元でせっかくの職種を民間に投げ

捨てるって言ったら悪いけども、そういうかたちをすることを我々は本当に、

言うこととやること違うんでないかと言われるようなことになりませんか。だ

から私はそのことも含めてね、やっぱり自治体町理事者そこのところをしっか

り踏まえてね、こういうことについては、もう少し担当の委員会か町のなかの

行政の機関のなかの行革の委員会だけでなくて、担当委員会、総務委員会だっ

てあるわけですからね、事前にそういうことの話をしながら、十分協議して話

詰めていくようなかたちをとらないと、予算審議のたびに私だってこんなこと

毎度毎度言いたくもないですよ。そういうことで、今後ね、これを予算執行と

いうことではなくて、もう少し検討しながら進めていただきたいという、希望

述べておきますけれども、新年度においてですね、こういう行革の進め方につ

いては、改めて委員会のなかでですね、きっちりと議論すべきことでないかな

と、今改めて思っておりますので、その辺についてご答弁いただきたいと思い

ます。 
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委員長 町長。 

町長 鈴木委員の申されてるように、今後は慎重に議会とも協議をさせていただきた

いと思いますけれども、行革の民間委託については今始まったということでは

なくて、これまで、三位一体の改革、あるいは１５年の災害、そういったこと、

そして平成の大合併のときから自分たちの職員の給料もみずから賃金を削減し

ながら、あるいは、行事も二つのものを一つにしたり、委員会も二つにあるも

のを一つにしたりというようなことで、今日に至っているわけでございます。

そういった経過をたどりながらやはり大きなところであれば、老人福祉センタ

ーの直営であれば、６千万というようなかたちの赤字を出しておりましたけれ

ども、民間委託をして約４千万ということで２千万削り、今回はおおむね委託

料なしというかたちで、これも皆で知恵を出しながら頑張って、財政健全化の

維持をして今日に至ってございます。そういった経過をたどりながら行ってお

りますので、今後ともやはり民間委託にできるところはしながら、やはり鈴木

委員さんが言われてるのは、やはり民間委託することによって本人に渡る手持

ちが少なくなるだろう、そして、希望の持てない、そういうかたちになるんで

ないかということでございますので、我々も１００％すべて改善はできません

けれども、委託するところは委託しながら、また、委託したとしても、ある程

度定年退職しても、本人の手持ちがある程度残るような配慮の仕方もしながら

これから、とり進めていきたいというふうに考えてございます。いずれにして

も、今、ご指摘がございましたような、民間委託についてはまた平成２６年に

入りましてもまた議会とも、慎重に協議をしながら、とり進めさせていただき

たいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 よろしいですか。ほか、ございませんか。なければ９３、９４ページ。安田委

員。 

安田委員 ９４ページの７節の賃金でお伺いしますけれども、町有地草刈賃金ということ

で、金額はたしたことないんですけども、役場の庁舎内の草刈だと思うんです

けれども、用務員の方がよく草刈っているんですけども、用務員の方の時間外

か何かなんですか。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

お答えします。この賃金の内容といたしましては町有地ということで、主に町

営住宅の空き家の土地ですとか、その周辺で町が刈るべき草刈を主に刈ったと

きの賃金ということでの計上でございます。 

委員長 ほかございませんか。なければ９５、９６ページ。９７、９８ページ。９９、
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１００ページ。四戸委員。 

四戸委員 ３番四戸でございます。１００ページのですね、１９節負担金補助金及び交付

金の地域交通活性化再生総合事業の負担金ですね、要するに、デマンドバスに

ついて伺いたいと思います。この件についてはですね、先日、千葉議員から質

問がありまして、また午前中も質問がありました。そのなかで、課長も答弁さ

れておりましたので、ある程度の理解はいたしましたが、しかしながらですね、

このデマンドバスの利用のあり方について、疑問な点がありますので、重なる

部分も出てくるとは思いますがあえて質問させていただきます。まず最初にで

すね、課長に伺いたいのはこのデマンドバスの利用度ですが、先ほど課長も答

弁されていましたが、もう一度伺います。本町地区の場合ですね、２５年度に

おいて、述べ人数はどのぐらいで、どのぐらいの町民の方が利用されているの

か伺いたいと思います。 

委員長 

ま ち づ く

り課長 

まちづくり課長。 

お答え申し上げます。本町地区におきましては、先ほど申し上げましたけれど

も、述べで若干補助金等の都合もありまして２４年１０月から２５年９月とい

う実績の数値でございますが、８３３名の方が述べで利用しているというよう

な状況になってございます。実質的に利用されている、同じ方がというような

ことでして、ちょっとその詳細、何人ということはないんですけども、約です

ね、この４分の１の人数の方が利用されてて、述べこのぐらいの回数になって

るというような認識でございます。 

委員長 四戸委員。 

四戸委員 今の、延べ人数、人数的なのははっきりしてないのかな、今の答弁のなかでは

ですね。私がこれ２、３日前に聞いた話なんですけども、例えばこれ本町地区

の場合ですね、みどりが丘で利用されてる方は１０数名、１０人程度。それと

ですね、下のほうですね、下のほうといいましても走る場所が決まっておりま

すので、荷菜から旧大橋までの間にこれ限られると思うんです。そのなかで、

そしたら下の方がどれだけ利用しているか、自分なりに調べてみたら２名なん

です。２名が利用しているというのは荷菜地区のほうが２名ということなんで

すけども、この点について、課長のほうでこの人数、このような把握しており

ますか。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く まことに申し訳ありませんが、延べ人数でのおさえしかなかったものですから、
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り課長 ちょっとその人数についてはのちほどお知らせさせていただきたいと思います

が、よろしいですか。実質人数ということで。 

委員長 四戸委員。 

四戸委員 人数についてはあとからでも結構でございます。それとですね、一番聞きたい

のはこのデマンドバスの利用のあり方なんですよ。国からの補助金もらったり、

道南バスの兼ね合いがございまして、国道の付近の人は乗れませんよ、と。そ

れで、例えばですね、いま本町地区でやってるデマンドバスの場合は、旧大橋

から荷菜までです。それでですね、すぐ近くに小平地区、例えばアベツ。アベ

ツなんかいくとかなりの距離がございます。町民の方からなぜ私たちが利用で

きないんですか、こういう不満の声も出てるんです。荷菜地区においても、乗

る場所が決まってるからそこまで歩いて行かないとならない。例えば紫雲古津

地区、去場地区もそうです。ほとんどの方は、お年寄りが多いんです。利用し

てる方。車運転できない、そういう面では、良いことだとは思っておるんです

けども、結局、町民の間にそういう不公平感が出てるんです。やはり、今後で

すね、デマンドバスの利用のあり方について、行政側も真剣にもう少し考えて

いかないといけないと思うんですけども、その辺どうなんでしょう。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。こういうデマンドバスを実証運行から始めまして、４年

目ということになっておりますけども、当初やはり町民の足の確保というとこ

ろで、路線バス、道南バスでは足りないところをどういったかたちでカバーし

ようかというようなことでのデマンドバスの導入ということで、こういう事業

につきましては、国のそういった補助制度も利用できるというようなことでの

実施というのがきっかけになってございまして、競合路線とかいろんなそのや

り方で、例えば運輸局等の許可の問題等もありまして、限られた路線になって

しまうというようなところもありますし、それから、全町的にそういうことを

やるということが非常に町民側にとっては非常に良いことなんですけれども、

やはり経費の面で莫大な経費がかかってしまうというようなところもございま

して、やはり人口の集中している地区とかそういうものを選んでやらざるを得

なかったということがありまして、こういうことを踏まえて全町的により等し

くこういったサービスを展開するということになれば、やはりこのデマンドで

は限界があるなということは実証のなかでは、町としてもそういうことを感じ

ているというところが正直な話でございます。今後、こういったことを踏まえ

て、デマンドバスではどうしても幹線といいましょうか、決められた道を走ら

ざるを得ないと、そこまで来ていただくようなことも必要だということもござ

いまして、やはりもっとこうきめの細かいといいましょうか、ある意味全町的
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な網羅をできるような足の確保みたいのをやはり考えていかなくちゃならない

のかなというところもありまして、路線バスについてもとにかくその乗車率が

低下しているというなかでは赤字が拡大してるということでございますので、

その分どうしても町の負担にならざるを得ないというところがありますので、

そういったところも全部踏まえて、本当に新たな町民の足の確保と言いましょ

うか、それから、福祉対策と言いましょうか高齢化が進むなかでのそういった

施策をそういった側面からも、やはり展開していかなきゃならないのかなとい

うことで、いままでのこういったいろんなやり方を踏まえて、課題なり問題が

生じている場合はどう解決していこうかというのが、これからの課題かなとい

うふうな認識でございます。 

委員長 四戸委員。 

四戸委員 課長の答弁で大きな課題である、その辺は私たちもそう思ってるんですよね。

先ほどはじめに言いましたように、現在利用してるのはほとんどこのみどりが

丘の人であって、１０名程度。だから本来のこのデマンドバスのあり方、おか

しいんでないかなと私思ってるんです。それで、確かにコストの面考えれば、

もう少し足延ばせば去場地区、紫雲古津地区。例えば、距離的にそんな距離で

ないですから。例えば小平地区。やっぱりそういう方の町民のやっぱり利便性

も考えながらですねやっぱり今後早急にですね、先ほど言いましたように、国

の助成金もらって国の縛りもあるかもしれません。さらには道南バスの絡みも

あるかもしれませんけども、そういうせっかくやった良いことなんですから、

やはりそういう町民の方のことも考えながらですね、多少お金がかかってもや

っぱり、早急にやっぱりそういう対策について、考え直していかないといけな

いんでないかなと思いますけども、その点についてはいかがでしょうか。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

おっしゃる通りだというふうに感じてございまして、そういう考えに立てば、

小平地区とかそういうところばかりでなく、芽生、旭、豊糠地区とかですね、

そういう本当に全町的にどうこういった足の確保を網羅できるかというような

ところにたどり着くんではないかという気がしてございます。そういう意味で

は、繰り返しになるかもしれませんが、こういったやり方の問題点とかですね、

これから本当に、コストがかかってもというところはありますけれども、ある

程度やっぱり費用対効果等も踏まえて、やらざるを得ないところもあるのかな

というところでございます。ちょっと別な例ではありますけれども、昨年、ひ

と月間だけ貫気別地区のデマンドをやったということがありまして、けっこう

な利用をいただいたんですけども、目的としてはほとんどが二風谷温泉に通う

お客さんという結果になってまして。本当にそういう方が主な対象であればこ
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ういうデマンドではなくて、温泉と貫気別間を行き来するような、そういう専

用の車輌なんかを用意すればおおむね事足りるような状況も実際にあるという

ことを把握できましたので、そういうとこも踏まえて、利用者がどういうニー

ズをもってどこに行くのに使うのかとかですね、その辺も踏まえて総体的に考

えてまいりたいというふうには考えてございます。 

委員長 よろしいですか。四戸委員。 

四戸委員 何回もしつこいようなんですけど、先ほど貫気別のほうの地区には聞こうと思

って忘れたんですけども、今課長のほうから去年ですか、２５年度試験的にや

って、ということで、現在は振内地区と本町地区にこのデマンドバス。だから、

先ほど言いましたように例えばですね、荷菜地区もそうなんですけれども、紫

雲古津、去場地区、小平地区、結構農家の方が多いんですよ。お年寄りを抱え

てて、なかなかお年寄りば病院に送ったり、それから用足しに行けないという

ようなこともかなり多いみたいです。だからそういうことも踏まえて町民の利

便性を考えてやったことだと思うんですよ。このデマンドバス。先ほど言った

ように、なぜ、みどりが丘の１０人ぐらい、それから本町の２名ぐらいしかせ

っかくやったことが利用されてない。町は、週報等で出してるとは思うんです

けども、でもわかんないお年寄りだってけっこういますよ、いま。どこへどう

やったら乗れるんだろうか。やはりこの辺のやっぱり周知ももう少し、わかる

ようにやってほしいと思うし、それから、先ほど言いましたように、もう少し

足のばせば去場、紫雲古津、多少これは燃料代そういうものはかかると思いま

すけれども、やはりこの辺のことも今後の対策として十分考えていただきたい

と思いますけども、課長、この辺どうでしょうかね。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

周知につきましては民生児童委員さんの協議会への周知ですとか、老人クラブ

等の会合等にもおじゃまして、周知をしているというようなこともございます

が、まだまだ足りないという状況もございますので、その辺はさらに工夫をし

て周知をしたいというふうに考えてございます。去場地区等につきましては、

どれだけエリア拡大してできるかというところがあると思いますけども、２６

年度もこの地域公共交通の活性化協議会というのが継続的に協議されますの

で、そのなかで、実はもっと奥の旭、豊糠地区等も含めて議論をするというこ

とになってますので、あわせて協議をさせていただきたいというふうに考えて

います。 

委員長 ほかございませんか。松原委員。 
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松原委員 ７番松原です。１００ページの報償についてちょっとお伺いしたいんですけど、

この外部専門家の謝金となっていますけれども、謝金、どこに払うんでしょう

か。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。外部専門家謝金ということで、新年度３２０万円計上さ

せていただいておりますけども、この制度につきましては、総務省の制度を活

用させていただくということで、今年度、２５年度、第１次の協力隊の最終年

ということで、任期切れという状況になって参りまして、さらに第２次、第３

次の協力隊も、今３次にかけては募集をしているというような状況でございま

して、実は外部招聘ということで補正もいただきましたけれども、第１次協力

隊の最終年度を迎えて彼らの起業等について、外部的な視点でアドバイスをい

ただいたというような経緯がございまして、今後そういった協力隊の持つ悩み

ですとかそういう地域のコーディネーターもおりますけれども、外部的な視点

で例えば起業に向けてそういった彼らの思いを現実にしていくということも含

めていろんなネットワークを持っているような方をぜひ招聘させていただい

て、それらの適切なアドバイスにあたっていただこうかなというようなことで

の外部招聘ということで来ていただくときの謝金ということで３２０万円計上

したわけでございます。この財源等につきましては総務省の制度を利用すると

いうことで、全額特別交付税ということになりますけれども、充当されるとい

うことになってございます。 

委員長 平村委員。 

平村委員 同じ１００ページの企画費の中の報酬なんですけど第６次総合計画策定委員報

酬等計上していますけれども、この委員の１０名の計上はどういうことをする

のか、また、その上にも総合計画審議会委員ということで３０名の経費も持っ

ているんですけどそのへんどういう違いがあるのかちょっと。それからその策

定委員のスケジュールはどういうものなのか。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。予算の措置といたしましては、現在の総合計画の審議会

委員、定員３０名ということで年に３回、主にローリングの実施計画につきま

してご審議をいただいているというような状況になってございます。２７年度

で第５期の総合計画が終わるということで、２５年度は住民意向調査等も若干

手をつけさせていただいておりますけども、２６年度はやっぱり本格的な策定

作業になるということも踏まえて、総合計画の第６次の策定委員としても基本
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３０名というふうに考えてございまして、そのうち２０名は総合計画の審議会

のメンバーを兼任といいましょうか、させていただいて、１０名を新たな委員

として迎えて、第６次策定委員会としては主にその３０名で議論をいただくと

いうふうにしておりまして、その３回分を報酬としてみさせていただいている

ということでございます。ただ、本格的に審議が始まれば、このような審議会

だけではなかなか進まないのかなというところもありまして、今後やり方につ

いてはまた委員の皆さんといろいろ議論させていただきたいと思いますけど

も、部会の設置ですとかそういった部会の持ち方ですとか、そういうことも踏

まえて今後さらに詳細な設計体制を確立していきたいというふうに思っており

ます。 

委員長 

平村委員 

よろしいですか。平村委員。 

それはわかりましたけど、次は８節の報償費のなかで、地域づくりインターン

事業協力者ということでこのインターン事業というのはどういうものですか。

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

これは計上的な事業になっておりまして、２５年度、７回目の事業になってご

ざいまして、これは当初は国土交通省の事業というようなことで３大都市圏の

主に大学生が大体３週間ぐらいの期間ですけれども、各町村に、全国の町村に

入っていろんなその地域の実情ですとか、できれば農作業とかですね、そうい

ったものに携わりながら地域を理解いただくというような趣旨での事業という

ことで、もう国土交通省の支援はなくなったんですけども、平取町としても非

常に意義のある事業だなというようなとらえで、単独で継続するということで、

この報酬については、それぞれお世話になる農家さんですとか、そういったと

ころのお礼として払うお金を計上させていただいております。 

委員長 ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 １３節の委託料のなかで交流農業体験施設管理委託料にかかってなんですけど

この施設の目的はどういうことをやるのか、また誰に委託するのかその辺を知

りたいんですけど。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

これは数字は伏せてございますが、これ１５万円を計上させていただいており

まして、今年度、今日もちょうど新聞で掲載をいただいておりまして、二風谷

地区に市民農園といいましょうか、そういうものを昨年度、事業として造成し
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たということで、いま本格的に募集を進めてまして、１０区画、特に札幌圏の

ほうからお客さんといいましょうか、利用者を呼ぼうというようなことでいま

進めておりまして、その決まった場合の最初の施肥（せひ）と畑おこしの分、

そういったものを地元のそういったことができる業者さんになるか個人になる

かちょっとあれですけども、そういったところに委託するというような経費を

組ませていただいております。 

委員長 平村委員。 

平村委員 私も今朝新聞見てまだ予算もあれされてないのにもう募集してるのかなってち

ょっと疑問に思ったんですけども、まあそういうことなんですか。なんかちょ

っと新聞みて疑問に思ったんですよね。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

私たちの認識では昨年度造成のための費用を計上させていただいて、執行させ

ていただいたという認識がございましたので、募集も早め早めが良いと募集さ

せていただいておりまして、うちのホームページにも掲載させていただいてま

す。そういう認識でおりました。 

委員長 ほかございませんか。なければ１０１ページ、１０２ページ。丹野委員。 

丹野委員 町民税１％事業で要望が多くてたくさんきてるという話を聞いてましたが１０

万減ってますよね、予算が、去年より。応募が多いのに減らすのと、町民税が

１％だと２４３万ぐらいになると思いますけどこの辺についてはどう考えるん

ですか。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

確かにですね、年々非常に申し込みが多いという状況のなかで選考にも苦慮し

ているといったような状況でございまして、私どもとしても、少しでも多い予

算というようなことでは思っておるんですけども、確かに厳密に言えば、滞繰

も入れると２４０万くらいになるというとこなんですけども、こういうこと言

ったらあれですけども、切れのいいところで、２００万ということで、予算計

上というようなことでご理解お願いしたいと思います。ここもやはり、今年も

かなりの応募数とですね、その状況をみながら、ぜひ来年に向けては少しでも

多い予算計上をというようなことでの考えではおりますのでご理解お願いした

いと思います。 
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委員長 丹野委員。 

丹野委員 ということは増やさないということで。そしたらこれ０．０８％ぐらい。冗談

です。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

２６年度予算に関しましてはこの額で、お願いしたいというふうに思ってます。

委員長 

山田委員 

ほかございませんか。山田委員。 

丹野委員の０．０８％まちづくり事業補助金ですけれども、このことにつきま

しては自分も関係する団体で今年度は大変お世話になったところでございます

けども、これの選考委員の任期等についてはどのようなかたちになっているの

か。またまちづくり補助金の事業内容をみますと、大変ちょっと失礼な言い方

にとられる自治会その他団体もおられるでしょうけども、単純なちょっと事業

で、これ１％補助事業を使っていいんですかっていうようなところでちょっと、

長知内の自治会でもこういう事業でいいのかいという話も出たんで、その辺の

今後の対策とまたこれを検討する委員会においてもその辺の説明など、今後ど

のようにしてこの事業内容を精査していくのか、返答願いたいと思います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。委員の任期につきましては、２年ということで決めさせ

ていただいておりまして、２５年に新たな委員会を立ち上げておりますので、

２６年度は引き続きということになってございます。事業の内容等について、

不採択の事業もございまして、一応継続事業としては３年間をめどにご遠慮願

うといいましょうか、一応継続としては３年間というようなことでのラインを

引かせていただきながら、選考しているというような状況でございまして、客

観的にみますと、このような事業はどうなんだというようなお考えもあるかも

しれませんけども、あげてくる団体としてはやはりこう、これをやりたいんだ

というような非常に強い気持ちといいましょうか、そういうものがあるもので

すから、やっぱりそこはやっぱりある程度尊重しなきゃならんのかなというよ

うなとこともございまして、選考の仕方としては各委員さんに本当に客観的に

点数をつけていただいて、それを集計して平均値みたいなのを出して、それか

ら議論をいただくというようなことになってございまして、やはり個々人で評

価の仕方も違いますので、なかなか評価がばらつくようなとこもございますけ

れども、基本的にはこういう事業に申請をしてきたというようなその団体の意
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思みたいのを尊重したいというのが、委員会の意向でもありますので、来年も

ですね、そういうことでの延長線上で評価されると思いますけども、さらにそ

ういったその団体の意向を聴取すべく、できればヒアリング等も実施してやり

たいというふうに考えてございますので、ご理解お願いしたいと思います。 

委員長 ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 北海道移住促進協議会負担金のところなんですけれども、道内の市町村で体験

移住事業を実施しているんですけれども、管内でも浦河町は特に取り組みが好

評で多くの方が来町しているようなんですけれども、平取でも役場横の住宅を

改修して受け入れをやっていると思うんですけれども、その辺の情報提供と利

用実績を知りたいのと、国のモデル事業でもあるようですが、どうせやるんで

あればもうちょっとお金をかけて積極的にやるべきではないかと思います。近

い将来平取町も人口が段々減って、本当にあと１０年もしたら３千人なるんじ

ゃないかってラジオで放送されていますけど、やはりそういう少子化とか高齢

化の時代に向けて、もうちょっと予算枠を多く取りながら、日高でも浦河にた

くさんくるというより平取のほうがもっともっと環境的な、雪も少ないですし、

暖かいですし、もうちょっとアピールしながら積極的にそういう行動を起こさ

ないのかどうかちょっとお聞きしたいと思います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

この協議会の事業等につきましては、北海道全体でこういった移住対策をＰＲ

していこうというような趣旨で組織された協議会ということで、私どももそこ

に加入していろんなＰＲ等を総体でやっていくというようなことに賛同してで

の助成金ということになってございます。平取町の移住対策としましてはもろ

もろこういった本当に来ていただくというようなことだけではなく、例えば子

育て支援ですとか、そういったものも全て移住・定住対策とつながるというよ

うな認識もございますけれども、直接的な、今実施している事業といたしまし

ては、移住体験住宅、ちょっと暮らしということで、役所の横に２戸確保して、

来ていただいているという状況でございます。昨年の実績をちなみに申し上げ

ますと、利用件数が７件で１６名の方に利用されておりまして、６月の下旬か

ら９月下旬まで、約３か月にわたって利用されているということで、ほとんど

空きのないような状況で利用されているということです。既に今年度も今、希

望を受け付けているというようなところもあるんですけれども、もう既にお断

りをするという、日にちが合わないで、お断りをするというような状況もあり

ますので、このへんは本当に口コミ等で広がっていってるんだなということも

ございますので、このへんも一つの反省として、ただ来てそこにいるというこ

とではなくて、ある程度地域との交流なども含めて、さらに平取町にかかわり
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なり関心を持っていただくということも考えていきたいなというふうに思って

おります。それからとよぬかの里というところで昔の教員住宅を提供している

ということで、昨年も４軒来ていただきまして、ほとんどが埋まっているとい

う状況でございます。１戸につきましてはこちらに定住したいということで、

もう住民票も移している方もいますので、そういうことを考えれば、ある程度

こういった策もだんだんと結果を残すような状況になってるのかなというふう

に考えてございますのでいろんな浦河なりほかの自治体の例もありますのでそ

のへんもまたいろいろ私どもも参酌させていただきながら、いろいろな事業に

取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

委員長 ほかございませんか。なければ休憩いたします。 

   （休 憩 午後 ２時０５分） 

   （再 開 午後 ２時２０分） 

委員長 それでは再開いたします。まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

先ほどのデマンドバスの実質人数について、お答え申し上げたいと思います。

本町地区ですけれども、延べ８３３回の利用で、実質利用者人数は２７名とい

うところでございます。振内地区につきましては延べ利用回数４７１回ですけ

れども、実質利用人数は２９名ということになってございます。 

委員長 よろしいですか。四戸委員。 

四戸委員 今の２７名というのは間違いないですか。実人数ですよね。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

委託している事業者がおさえてる人数ですので、間違いないというふうに思い

ます。 

委員長 よろしいですか。それでは、１０１ページ、１０２ページ。１０３ページ、１

０４ページ。松原委員。 

松原委員 ７番松原です。ちょっとお伺いしたいんですけど、１０４ページの中の報償金

だとかこういうその他と一般財源と分かれてるんですけどこのその他ってなに

なにはいっているんでしょうか。 

委員長 すいません。どこですか。 
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松原委員 財源の内訳でおしえていただきたい。 

委員長 アイヌ施策推進課長。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

はい、この事業につきましては、事業主体そのものが公益法人のアイヌ文化研

究推進財団、そちらのほうからの委託費として受けるということになっており

ます。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ１０５、１０６ページ。１０

７、１０８ページ。１０９、１１０ページ。１１１、１１２ページ。１１３、

１１４ページ。１１５、１１６ページ。１１６ページの２０扶助費、成年後見

制度助成費なんですが、制度化されて数年経つはずなんですが、今新たに２０

万の計上がありますが、これ何のための費用なのか、お伺いしたいと思います。

保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

ご質問の成年後見制度助成でございますけれども、平成２６年度新たに要綱を

制定いたしまして、成人の方が財産を残されまして、病気等によってその意思

を表せない状態になった方につきまして、主に司法書士さんが成年後見人とし

て簡易裁判所に申請をしまして、成年後見人となって当該その方の財産処分等

をするという制度がございます。平成２６年度要綱をつくりまして、そこを最

初司法書士さん等を成年後見人にするための初期の手続きは町長の名前、町が

やらなければならないというなかで、そのための費用を計上させていただいた

ものであります。以上です。 

委員長 ほかございませんか。安田委員。 

安田委員 介護・訓練等の１億１８７１万４千円の中身をおしえてください。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

これつきましては、各施設、町内町外にある主に障害者福祉施設に入っている

方のための療養費、介護するための給付費でございまして、金額として１億１

８７１万４千円ということで、相当増えてございます。例えば、厚真のリハビ

リセンターというのがございますがこれ重度の方が入られる施設でありまし

て、今回新規２名、平取の方あるいは前住所地の特例と申しまして以前平取に

いた方が入られるときに平取に請求来るわけでございますが、２名の方で年間

１千万ほどの請求が来る可能性がございます。そういった部分で年々増嵩、相

当金額として高くなっています。いわゆる社会福祉費における自然増と言われ



- 61 - 

ているものでございまして、年々この金額が高くなることによりまして、２０

節の扶助費が、昨年１億３８５０万４千円でありましたところが、本年は１億

５６１８万４千円と、昨年比で１７６８万ほど増嵩している状況でございます。

以上です。 

委員長 よろしいですか。ほか、千葉委員。 

千葉委員 ６番千葉です。同じく１１６ページの貸付金の項目でお尋ねいたします。社会

福祉資金貸付金、なかなか我々のほうには目が届かないというか、実態として

どうなのかなというふうに最近思っています。ということは、この貸付金の場

合は確か上限が１０万円の１人当たり貸付金額だと思うんですけど、今の時代

どうなんでしょう１０万円で例えばもう少し保証人とかしっかりしてて、いわ

ゆる本当の意味で正しい、返済できる方の判定は、私もうちょっと上限設けて

もいいのかなというふうにも思っているんですけど、その辺のことでなにか要

望とか聞かれませんかね、実態を教えてください。何人借りてどうなるか、平

均ここ２、３年の状況を含めて実態をお知らせください。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えをいたしたいと思います。社会福祉資金貸付金でございます。千葉委員

おっしゃられるように、上限１０万円であります。１７人分、１７件分で予算

として１７０万。ここ数年この執行状況はほぼ、というか１００％、１７件、

そこで予算の財源ということもございまして、これ上限増やしますと件数が下

がるということもありまして、そういう理由と、今おっしゃられた、要望につ

いては特に１０万円が少ないのでもっと多く貸してくれという具体的な要望は

今のところはきておりません。上限を上げるというよりも、やはり件数を増や

す方向で検討するのが方向性としては、いいのかなというふうな考え方を持っ

ておりますので、財政当局とも今後協議させていただいきたいというふうに考

えてございます。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 それと福祉資金の貸付のいわゆる貸し出し理由なんですけども、主にこれやっ

ぱり生活費というかたちでの理解でよろしいんでしょうか。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

はい、おっしゃるとおりです。生活に一時的にお困りの方が多いために、お貸

ししているという状態であります。以上です。 
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委員長 ほか、平村委員。 

平村委員 １１５ページの８番の報償費の中で地域文化資源等のネットワーク形成協力隊

報償費とあるんですけれども、これはどんな仕事をするというか、何名でどう

いうことをやるんでしょうか。 

委員長 アイヌ施策推進課長。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

これにつきましては地域おこし協力隊を採用するという予定で現在進んでおり

まして、３名の方の月々報酬１７万円かける１２か月ということにより６１２

万円というふうになってございます。以上です。 

委員長 よろしいですか。平村委員。 

平村委員 １１５ページの地域文化資源等ネットワーク形成事業について、これは予算の

名目が変わったということですか。地域おこし協力隊活動支援業務委託料って、

委託のとこにあるんですけれども、その報償費の方は、こちらでその人たちに

払うということなんですね。 

委員長 アイヌ施策推進課長。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

ただいまのご指摘のところ１３の委託料において、地域おこし協力隊活動支援

業務委託料というふうになってございます。これにつきましてはですね、３名

の方を採用いたしまして、その方々の就労ですとか、あるいはその雇用にあた

っての調整、そういったことについてですね、コーディネートをお願いすると

いうことになっておりまして、そちらのほうのコーディネート料として、委託

料を組んでございます。１名につき１５０万組んでおりますので、トータルと

して４５０万円の設定となってございまして、予算書に記載されておりません

けれども、計上としてはそういうかたちで考えています。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ１１７、１１８ページ。丹野

委員。 

丹野委員 ２０節の扶助費で、高齢者入浴等補助金１３６４万円、この補助金は、どのよ

うな補助なのかということ、説明書の１７ページにも同じ項目もあるんですけ

ど、金額が違うんですけどこの違いは。 

委員長 保健福祉課長。 
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保 健福 祉

課長 

お答えをいたします。高齢者等入浴料助成金でありますが、現在、建築中のび

らとり温泉に入る６５歳以上の高齢者の方に対しまして、年２４回、２４枚の

無料券を配布するという事業であります。入浴料が４５０円、それの年２４回

で、高齢者及び障害者、合わせて１８００人、利用率見込みが７０％で計算い

たしまして、１３６０万８千円となってございます。ご質問の予算説明資料の

数字の相違につきましては、ただいま申し上げました経費に、その券の印刷と

事務費が入っておりますので、その分が異なるということでございます。 

委員長 ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 １１６ページに戻るんですけど、負担金補助及び交付金の中で、平取福祉化会

交付金の中で平取福祉会創立３０周年記念事業補助金と２５万円あるんですけ

ど、これは、町としてどういうのでここに補助をするんですか。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答え申し上げます。平取福祉会が平成２６年度創立３０年を迎えるにあたり

まして、社会福祉法人平取福祉会において記念事業を催すという計画、補助金

の申請がありました。総事業費が１５０万円であります。内容は、記念誌の製

作及び関係者を集めて記念式典を行うというものでございます。それに対して、

町は平取福祉会はご案内のとおりかつら園あるいはデイサービスセンター、あ

るいは、障害者支援施設すずらん等々、平取の社会福祉に関しまして、大きな

業績を残されているという団体でございますので、町といたしましてもこれに

対して、２５万円の補助金を支出するということでございます。以上です。 

委員長 平村委員。 

平村委員 町のほうにそういう要請がきてるらしいんですけれども、いろんな面で福祉会

にも予算の中で施設を直すとかそういうことで補助をしているなかで、自分た

ちの中でやっていけなかったらこんなことやる方法もあると思いますので、い

ろいろとこの間も議会でも問題になりました、いろんな事件が起きたときには、

議会のほうにはまだいまだかって答弁もされていませんし、そういうこの記念

式典だとかそういう不足の分のときには、町の一般のほうから補助金を出して

いるのに、こういう記念式典なんかにはそういうのは必要ないんではないかと

思いますけれども、どうなんでしょう。 

委員長 保健福祉課長。 
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保 健福 祉

課長 

これにつきましては、町といたしましても検討をいたしました。今おっしゃっ

た内容、事件の部分のことは、このときには申請のときにはもっと前の話でし

たのでなかったのですけども、いずれにしましても、町としてこの福祉会、３

０年間にわたって、町民の社会福祉に関して大きな貢献をされているという実

績、事実を受けとめまして、１５０万円のうち２５万円というなかで補助させ

ていただくのが適当であるというふうに判断をいたしたものであります。以上

です。 

委員長 よろしいですか。なければ１１７、１１８ページ。１１９、１２０ページ。１

２１、１２２ページ。１２３、１２４ページ。１２５、１２６ページ。松澤委

員。 

松澤委員 ３款２項１目７節賃金、臨時職員賃金ですが、これは消費税８％になるので子

育て世帯への影響を緩和するため事務量が増えるため、臨時的なものっていう

ふうにちょっとお聞きしたんですけども、このことだけにこの方を雇うんでし

ょうか。それと、そうなると何か月間だけとかっていう期限つきのことになる

んでしょうか。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

申し訳ありません、これについては後ほど、精査しまして・・・申し訳ありま

せん、一度・・・ 

委員長 後ほど答弁いたしたいと思いますよろしくお願いします。ほかございませんか。

１２７、１２８ページ。１２９、１３０ページ。１３１、１３２ページ。１３

３、１３４ページ。１３５、１３６ページ。松澤委員。 

松澤委員 すいません、１３１ページに戻っていただけますか。すみません。４款１項２

目８報償費なんですが、２５年度乳幼児健診心理相談講師謝金１６万円とあっ

たんですが、今年は乳幼児健診に心理士等委託料とありますが、金額は倍以上

となりますが、内容はこれ、関連するような内容なんでしょうか。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

２５年度に計上いたしました幼児心理相談講師謝金、これがなくなったことに

よりまして、１５万円の減ということになってございます。それと先ほど松澤

委員からご指摘があった部分についてお答えを申し上げます。平成２６年にお

きまして、臨時福祉給付金というものが国の政策で１００％国の財源で行われ

ますけれどもそれにあわせまして子育て世帯臨時特例給付金給付事業というも
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のがございます。これにつきましては、２月５日に開催されました産業厚生常

任委員会においてご説明申しあげておりますが、消費税が８％に引き上げられ

ることによりまして、子育て世帯への影響を緩和し消費の下支えを図る観点か

ら、臨時的な給付措置を行うということで、その事務に従事する臨時職員を雇

用する経費の予算であります。 

委員長 

松澤委員 

松澤委員。 

このことはわかってるんですけども、その臨時的に雇われるということで、そ

の仕事だけで終わるものなのか、それで８０何万というので何か月間だけとい

う期間つきの雇用となるのかっていうことをお聞きしたかったんです。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

おおむね６か月の雇用の予算でございますのでよろしくお願いします。 

委員長 松澤委員。 

松澤委員 それと先ほどのですが、心理相談講師謝金っていうのがなくなりまして、今年、

乳幼児健診心理士等委託料っていう名前にちょっと似たような名前で委託料の

ほうにあったものですから、内容的に去年と同じものなのか、それで予算もち

ょっと倍になっているので、どのようなかたちになったのかお聞きしたかった

んですが。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えをいたします。２５年までは、個人に支払っていたものであります。こ

れは、臨床心理士さんに来ていただいたものでございまして、組織、ちょっと

名前は今ちょっと資料持ってなくて申しわけないですけれども、来ていただく

ところの団体がありまして、そこに対して委託をして来ていただくことになっ

たことによりまして、その科目を替えたということであります。以上です。 

委員長 松澤委員。 

松澤委員 金額が倍額になってるんですけど、内容等がちょっと深くなったとかそういう

ことはありますか。 

委員長 保健福祉課長。 
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保 健福 祉

課長 

金額の増加につきましては、この臨床心理士さんが来ていただいて療育、具体

的には子ども発達支援センターで療育をしていただくんですけれどもこれが大

変好評で効果的であるという評価をいただいていることから、この回数を増や

させていただくことによりまして、金額の増加をいたしているところでありま

す。以上です。 

委員長 ほかございませんか。四戸委員。 

四戸委員 ちょっと戻っちゃうんだけど、ごめんなさい。１３４ページです。ごめんなさ

い、ちょっとお聞きしたいことあるものですから、よろしいですか。すいませ

ん。１３４ページの１２節、１３節の役目費、手数料、委託料、これは、１２

節についてはシカ９００頭分、１３節については、シカ１８００頭分かなとは

思っておるんですけども、その１９節のですね、ヒグマの奨励金なんですけど

も、これ１５万、何頭分みてるんでしょうか。 

委員長 町民課長。 

町民課長 ヒグマについてはで１５頭でございます。 

委員長 四戸委員。 

四戸委員 １５頭というと１頭１万円ということでですね、去年２５年度の秋頃ですね、

町でもいろいろ広報していた大きなクマが、ゴルフ場の下の沢で、去年捕獲さ

れました。かなりの２メートルぐらいあって、体重もかなりあったそうでござ

います。それでですね、これ猟友会から頼まれたわけではないんですけども、

シカを獲るのとクマを獲るのとはもう雲泥の差があると思うんですよ。クマを

獲るとなるとやっぱり命がけですし、当然体をいつクマにやられるかわかんな

いような状況でクマを獲る、そういうなかでね、これ１頭１万円というのは少

しの安すぎるんでないかなっていう私の考え方っていう、もう少しこれ出せる

ような状況にならないんでしょうか。 

委員長 町民課長。 

町民課長 そういうお話はいろいろございますが、基本的には管内で、日高管内の中であ

る程度取り決めして、１万円ということのなかで、今実施している状況であり

ます。それで、捕獲料としては１万円ですが、例えば有害駆除のときに箱わな

とか、そういう設置の分に関してはまた別の猟友会の委託料の中でまた支払っ

ているというような状況でございます。 
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委員長 ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 １３４ページの１９節の負担金補助及び交付金の中で平取町外２町の衛生組合

施設費の中の負担金で今年度は４３０万ほど増えているんですけれども、この

増加した分の内容は何なんでしょうか。 

委員長 衛生組合事務局長。 

衛 生 組 合

事務局長 

それではお答えしたいと思います。４３０万ほどの増嵩分でございますが、全

体で２４５１万８千円、衛生施設組合で２５年度から２６年度にかけて、増と

なってございます。その中で、事業費の中で、焼却施設処理費、これで工事費

の増、それから、破砕処理施設費、同じく増嵩になってございます。また収集

業務管理費、この委託関係、それから資源処理施設費、こちらのほうでも委託

をかけてるわけなんですが、５％から８％の消費税増ということで、この部分

で増嵩となっているところでございます。それで、平取町への負担金として、

按分計算をしまして４３０万ほどという状況になってございます。以上でござ

います。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。千葉委員。 

千葉委員 同じく１３４ページ、７節賃金なんですけども、最近あまり耳に入ってこない

ですけど不法投棄の部分なんですけども、現況というか今年度、昨年度あたり

の現況どうなのかなというのが、処理賃金１万６千円しかみてないんですけど、

その実態が知りたいのと、それと、二つ同時にお答えいただきたいと思います

けども、委託料の部分です。１３節の。環境衛生業務委託料の部分、これちょ

っと私内容ちょっとつかんでないもんですから、その実施内容、それから内訳

等お知らせいただきたいと思います。 

委員長 町民課長。 

町民課長 まず賃金のほうですが、１万６千円ということで計上しておりますが、昨年度

も不法投棄の関係でだいたい１０件程度はあります。その中で実際うちの職員

が行って、数が少ないというより、量的に少ないのでうちのほうで行って処分

しているというような状況でございます。それと１３節の委託料の部分なんで

すが、環境衛生委託料ということなんですが、これは斎場の委託料ということ

で上げております。人件費やら施設の中の清掃も含めたなかでの委託料という

ことで計上しております。以上です。 

委員長 ほかにございませんか。山田委員。 
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山田委員 同じく１３４ページ、野生大麻処理賃金１万３千円ですね。先日新聞に平取町

も仕事のない、産業のない地域でございますけども、大麻でまちづくりという、

ちょっと極端で笑い話みたいな話なんですけども、そういう町も出てきました。

平取町がどれぐらいの大麻の処分をしているのか、警察にいっても警察のほう

で処分してくれる部分もあるんでしょうからそれぞれの、この１万３千円とい

ったらどの程度のものなのかわかりませんけども、町全体にみて大麻の生息面

積っていうのかそのへんのことちょっとわかるかどうか。お聞かせください。

委員長 町民課長。 

町民課長 大麻の生息面積というのはちょっとこちらも把握しておりません。年間、２５

年も４回ほど出動しております。旭、岩知志ということで通報がございまして、

警察、また保健所というかたちで一緒に行って、全部採っているような状況で

ございます。 

委員長 山田委員。 

山田委員 前段申し上げたお話ですけども、そこまで商売になるかどうかという問題です

けどいろいろ困難な犯罪者が増えてどうにもならん町になるか、それともこれ

が医薬品として、どういうものになるのかわかりませんけども、それで儲かる

企業づくりになるか、そのへんも含めて今後検討してくださいとも言いません

けど、頭の隅っこに置いといていただいて、どうかこういうものも自然を利用

したなかでのまちづくりの一つになるんじゃないかという、方法もございます

んで、今後考えていってほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

私も新聞報道等で把握しておりまして、大麻というと悪いイメージというのは、

日本ではそういうとこが多いですけれども、いろんな事例等も参酌しながら私

どもの町でも考えていきたいと思います。 

委員長 ほかございませんか。なければ１３５、１３６ページ。四戸委員。 

四戸委員 ３番四戸です。１３５ページのですね、１１節の修繕料、今年の場合はこれ火

葬場の屋根の補修かなと思ってるんですよね。で、私が言いたいのはですね、

前にも言ったことあるとは思うんですけども、要するに待合室なんですよ。家

族の多い方もそうなんですけども、最近不幸なことに不幸が結構多くなりまし

て、重なる場合もあります。夏場の場合にはですね、外に行っても間に合うん
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ですけども、どうしてもやはりお年寄りも多いんですけども、椅子に座る部分

のとこもあるんですけども、ちょっとやっぱりいつも見ても狭いような感じが

するんですよね。で、火葬場の待合室もかなり年数はたってきておりますけど

も、もう少し、ゆとり持てないのかなと思うんですけども、このへん、これか

ら先に向けてどう考えてるのかちょっと伺いたいと思います。 

委員長 町民課長。 

町民課長 お答えいたします。確か去年もそういうふうな、ご質問があったと思うんです

が、年間、今年ですが火葬場を利用した方が今のところ、大体６０件くらいで

ございます。その中で、２件だぶる日が大体５回、５件ほどございました。そ

の中で、実際冬場にかけては約２件くらいというような状況になってます。そ

れで、確かに中としては狭いのである程度時間をずらしながら、そういう対策

をとってやってますので、そのへん何とかご理解をいただきたいなというふう

に思います。 

委員長 四戸委員。 

四戸委員 そういうやりくり、そういうことについては理解はできてるんですよね。しか

しながら先ほど言ったように、古くもなってきているんですけれども、やはり

もう少し、例えば横になるお年寄りも多いもんですから、横になるっても横に

なれない。例えばお年寄りの方は食事するときには、座ってできない方が今多

くなって、なんていうんですか、座って食べるテーブルですか、それ、一部分

はあるんですけども、そういうものも含めて難儀しているようですので、今す

ぐやれということでないけども、年々やはり亡くなる方も多くなって、やっぱ

りそういう不幸も重なることもありますから、すぐでなくても考えていってほ

しいなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

委員長 町民課長。 

町民課長 お答えいたします。確かに年数も今年で３８年ですから結構老朽化もみえてま

すし、そんなに中身的には修繕とか行ってますので、そのへんは大丈夫かなと

は思うんですが、ただなるべく、重なったときはなるべく協議しながら、時間

帯をずらしながらやってます。それとあと、本年度椅子とかそういうのを少し

購入して、なるべく皆さんにご迷惑かけないようなかたちでやっていきたいと

思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

委員長 町長。 
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町長 最終の場所というようなことで、我々も大変気を使いながら不便をかけないよ

うにしてございますが、いろいろどうあるべきか、今後調査しながら、第６次

の計画の中でもいろんな声を聞きながら対応したいと考えています。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ、１３７、１３８ページ。１

３９、１４０ページ。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 １６番千葉です。１３９ページのほうの１３節委託料の関係なんですけども、

配水管清掃、これとは直接関係のない質疑なると思うんですが、関連している

と思うんですけども、雑排水全般に対しての質問かなと思うんですけども、１

５節工事請負費のように、処理場の施設が相当年数たってきて、修理や補修が

必要な時期に向かっている。年度ごとに予算をつけてやっていかなきゃならな

い。排水管清掃もそうなんですけども、実は雑排水の場合も、われわれ私もち

ょっと工事やった一人で中身よく存じ上げてるんですけども、やはり勾配がつ

いてる事業、要するに水道管は勾配全然関係ないんですけれども、勾配がつい

て管ごとのたわみが相当場所によっては出てきているということで、塩ビ管を

使ってる生活雑排水ということなんですけども、その辺の地区ごとの傷み具合

とか、あるいは補修、それから人工のいわゆるマンホールの傷み具合とか、も

うそろそろちょっとひどいなという場所も私見受けられてるんですけども、そ

の辺は将来に向けて一括して年度ごとの補修とか修繕やっていく予定があるの

かどうなのかその辺の現況も含めてお知らせいただきたいと思います。 

委員長 建設水道課長。 

建 設 水 道

課長 

それでは今のご質問でございます。雑排水処理施設、ご承知のとおり排水です

ので、水道と違って漏水があっても、どこにも出てこない。というのが現状で

ございます。ですからなかなか漏水の程度は把握し切れないというのが正直な

ところであります。ただ現実に使用者が「このごろ流れが悪い」とか、そうい

う場合には、もちろん私ども現地へ行って枡の点検なんかすると、どことどこ

の、枡と枡の間詰まっているなど分かりますので、それを業者にお願いして管

清掃をして復元をするという、そういうかたちで対応していっている状況でご

ざいます。特に排水管の清掃業務委託料につきましては、特に営業等をしてい

る食堂とか、そういう飲食店関係さんで、そこは脂分も多くて、それで詰まり

やすいということで、この排水管の清掃業務委託とは、そういうところを主に

やっている委託料でございます。そういうことで水道管と同じように将来的に

は、排水管の敷設替というのは必要かなと思うんですけども、正直なところ、

どこが漏水しているかと言われても、全く表に出てこないので、私どもも把握
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できないというのが現実でございます。水道であれば、地表に出てくるという

こともありますけど、雑排水もたまには出てきますけど、ほとんど出てこない

ってことがあったりしてなかなか実態が把握できないということであります。

そういうことで施設については、処理施設については町内１８か所ございまし

て、この回転盤だけが２年に１回更新していってるということで、施設そのも

の、建物についてはそう老朽化というのはないんですけど、円盤だけは定期的

に取り替えるということで、２年に１回、数千万円の予算を組んでやっている

という現状でございます。そういうことで、雑排水の排水管については、今申

し上げたとおり、なかなか整備計画をつくるというのは現状では難しい状況に

あります。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 実際のところ先ほど私勾配の話しましたけれども、本当に微妙な勾配なんです

よね。場所によっては本当に緩やかに流れていく、ということは今課長が申し

上げたとおり、油の成分とか不純物が非常に多いと底によどんで溜まりやすい

というのが雑排水の特徴でもあるわけです。ただ、ひとつ懸念されるのは例え

ば、前川課長が住んでおられる、青葉台含めて、住宅が密集してくると最初に

入れたその本管含めてですね、家が建ってくると当然、私線の引き込みが増え

てくる、そんななかで、そういった住宅が急激にふえてくるような場所に関し

ては、そんなにないんですけども、今言ったとおり、町道認定こないだ受けた、

青葉台、あの辺の通りが多いんだと思いますけど、その辺は一応ですね軒数が

増えてくる、世帯数が増えてくるということに対しては、本管の使用能力も含

めてですねやはりきちっと検査していく必要もあるのかなと思ってます。それ

と、古くなった、その排水管のことなんですけども、掘り起こしてみないとわ

からないという分というのがかなり私もあると思うんですけども、やはり近年

聞かれるのは、臭いが、私線、要するに住宅との引き込みだけの臭いに収まっ

ていない。やっぱり引き込みを直しても、何か本管に通じるあたりがやっぱり

たわみがあるのか、けっこう臭いしてくるよっていうところも出てきてますん

で、早期点検とはいかなくても、地域ごとにもしそういった声があがれば、や

はり点検業務というんですか、監視業務というんですか、やっぱりそれを強化

してもらいたいなと思ってますけど、その辺のちょっと考え方を伺っておきま

す。 

委員長 建設水道課長。 

建 設 水 道

課長 

先ほども申し上げましたとおり、流れが非常に悪くなったっていうようなこと

の連絡がありましたら、私ども現地に行って現場確認して、その対応は十分や

っております。それと今言われたとおり、臭いがあっても結構苦情が来ます。
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最近臭いがするんですけどちょっと変じゃないですか、ということになれば、

私どもそのときも行って対応しています。そういうときは、漏水しているとい

う可能性は十分あります。枡へのつなぎこみがうまくいってなくてというのは

あります。そういうときも時と場合によっては枡と枡との間の排水管の取替な

んかもして、対応を十分にとっておりますので、そういうことでこちらから具

体的に調査して、漏水箇所を見つけ出して対応していくということはなかなか

ならないんですけども、地域住民の方からそういう雑排水処理の臭いがするだ

とか流れが悪いといった場合にはきちんと私ども対応しておりますので、当分

の間は、通常の維持管理も含めて、苦情があるときにはきちんと対応していき

たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。そ

れと、私どもの住んでいる青葉台の関係につきましては、処理能力的には十分

持っています。排水管も２００ミリの管を使ってますので、施設的には全然問

題がないようになってます。水道については、家が増えてきたら水圧が下がっ

てきたという苦情はいっぱい来ますけども、雑排水の流れが悪くなったという

苦情はございませんので、心配ないと思っております。 

委員長 

松原委員 

ほかございませんか。なければ１４１、１４２ページ。１４３、１４４ページ。

松原委員。 

１４３ページの１番の報酬費なんですけど、この農業後継者花嫁相談員の報酬

ってなってますけども、これ、花嫁対策についてはどのようなかたちでですね、

今実際どういうかたちになってるのか説明をお願いします。 

委員長 農業委員会事務局長。 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

１４３ページ、報酬費の特別相談員の報酬の関係でございます。まず金額につ

きましては、１人５万円ということで報酬費予算化しております。業務内容に

つきましては、昨年度におきましていわゆる都市とこちらの男性の方々の、い

わゆる婚活あったわけですが、そのときに参加をしていただいて、アドバイス

等々もいただく、あわせて全道の会議等もございます、そちらのほうに出席を

いたしまして、研鑽を広めてこちらに持ち帰って活かしていただくというよう

な部分で、活動を行っているところでございます。以上です。 

委員長 ほかございませんか。四戸委員。 

四戸委員 １４４ページ、１３節の委託料、町営牧場の鹿柵について、伺いたいと思いま

す。当初、今河川の方がだいぶ遅れてまだ工事が完成していないのかなと思う

んですけども、当初３年計画で町が、国から補助金をいただきまして、やって

いた事業と思うんですけども、今回ですね、この町営牧場について特定財源み
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ますと、もう国からはあまり出ていない、特に一般財源が２８００万少し、そ

れからその他の財源はわかんないんですけど、これ遅れた、なぜ、この町営牧

場がこういうふうに国の助成金あるなかでできなかったのか、その遅れた理由

とその特定財源の１６００万は何なのか、その辺ついて伺いたいと思います。

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。町内の鹿柵整備につきましては、２４年２５年で整備を行

いました。これについては国のほうからの交付金をいただいて実施をしたとい

うかたちでございます。今回載せております、町有牧野の鹿柵整備につきまし

ては、同じ鹿柵整備でありますけれども、牧野の牧区だけを囲むかたちになっ

ておりまして、国からの交付金がくる部分については、一個人ですとか特定の

人間だけのために囲う事業については対象にならないということなんですよ

ね。要するに地域全体でやって多数人数がいる場合に、その事業として認めら

れるというかたちになっておりますので、この予定してる牧野の鹿柵を巻く部

分については、牧野の新５牧区という場所です。すずらん群生地の斜め下と言

いますか、川沿いのほうになってるんですけども、そこの牧区を囲うというこ

とになってますので、受益者といいますか、それが町の牧野だけになってるん

ですね。そのために国の事業を受けられないようなかたちということになって

ございます。それでこの事業につきましては町単費で実施をするというような

かたちなってきておりまして、この事業については総合計画の中にも書いてあ

りましたけれども、２６年２７年２８年２９年まで継続して、牧野のほうは実

施をしていきたいということで計画しているというところでございます。ここ

に載っております、その他というのはこれ全体の事業の中のその他の財源とい

うことなので、鹿柵の部分ということではございませんので、ご理解いただき

たいと思います。 

委員長 よろしいですか。ほか、千葉委員。 

千葉委員 ６番千葉。同じく１３節委託料のことでお伺いいたします。町営牧野の管理委

託料でございますけども、今現在何人でいわゆる作業、運営がなされているの

か、それとピーク時が何人いたのか、今のその人員の体制、今現在私とらえて

るとこでしたら３名だと思うんですけども、その辺どうなんでしょうね、その

３名の誰とは言いませんけど結構作業が大変なんだよってようなことも聞かれ

てますけども、これはもう委託料の金額とは関係なしにですね、運営体制とし

て今現実的にこの３人で間に合っているのかどうなのか、その辺のことちょっ

とお伺いしておきます。 

委員長 産業課長。 
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産業課長 人の関係につきましてはおっしゃるとおり３名で行っているようなかたちでご

ざいます。町有牧野のほうですね。それで間に合っているのかといいますと、

間に合わせているような状況になってございます。畜産公社の決算等も、毎年

産業厚生常任委員会のほうで説明させていただいておりますけれども、ここ２

年あたりは原発の風評被害の関係で保証金が入ってきているというようなこと

で、牧野の収支自体は黒字になっているような状況でありますけれども、これ

につきましても、２５年度でほとんど支払いが終わって、２６年度は見込めな

いというかたちでございますので、なかなか厳しい状況になってくるかという

ふうに思っております。また牧野の人員につきましても１名は町の職員、あと

２名については畜産公社で採用して町のほうから補助をしているというかたち

になっておりまして、町有牧場の管理委託料についても３名分の人件費相当と

いうことで出している部分でございまして、１名の方もかなり年配になってき

ておりまして、人件費、給料についてもかなり高い部分になってきているとい

うことで、これは人ということじゃなくてそういう給料体系になっております

ので、かなり経営の部分では圧迫してきている部分ではございます。また３名

でやっておりますので、時間外の勤務というのがかなり、早朝ですとか休みの

日だとかに出て業務を行っているという関係で、その部分もかなりかかってる

部分はございます。畜産公社の経営内容を精査しながら、より良いかたちの畜

産公社、畜産振興に寄与できるようなかたちのものを行っていきたいという部

分と、経費の部分でかなり悩むところではございますけれども、現状ではこの

ようなかたちになっておりまして、今いる先ほど言った町職員の部分もあと１

年ほどで定年退職を迎えるというかたちになっておりまして、その後について

もとっても２名ではやっていけないという状況になっておりますので、その後

の部分についても再任用ですとか、公社自体で採用しながら人件費については

押さえながら行くだとか、いろんな方法があると思いますので、検討していき

たいというふうに考えております。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 今課長答弁してくれた通り、人員が３人が正しいのか４人が正しいのかという

ことは別問題ですけども、実は労働基準監督署のほう出向いたらよくわかるん

ですけども、畜産関係、それから軽種馬の関係の事故、それからいわゆる年間

の死亡事故も含めてですね、今現在は建設業一般よりもかなり多いんですよ。

軽微なけがもあるんですけど、骨折とかそんなことも含めてなんですけども、

先ほど言ったように日曜日とかですね、時間外の労働に対して、やはり基準の

中にきちっとおさまるようなかたちだけでもですねこれはやっぱり公社として

ももちろんそうなんですけど、町のほうとしてもやはりそのへんは、きっちり

と中身を精査して指導していく必要があると思いますのでどうか事故のないよ
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うにだけ努めて、予算に見合ったかたちのなかで運営してってもらうことを望

んでますけども、そのへんよろしくお願いしたいと思いますけども。 

委員長 産業課長。 

産業課長 委員指摘のとおり、その部分に気をつけながら運営をしていきたいというふう

に考えております。ただ今おります場長といいますか、かなり責任感が強いと

いうこともありまして、そういう早朝の部分ですとか、日直部分をかなり自分

の負担にしてやっているというようなこともございまして、その分が心配され

るところであります。ただ公社の事故等につきましては、人的な部分について

は重大な事故はないところなんですけれども、昨年に比べまして牛等の事故が

若干２４年度に比べて２５年若干起きているという状況もありますので、その

へんも含めてきちんと運営をしていきたいというふうに考えております。 

委員長 よろしいですか。松原委員。 

松原委員 ７番松原です。同じページ、１４４ページの８節の報償費なんですけども、ホ

ッカイドウ競馬この平取町長杯、これ７万円なんですけれども、これ７万円で

経営、ホッカイドウ競馬だとか軽種馬に関してのＰＲですね、これで済んでい

るのかどうかお伺いしたいんですけど。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。この補償費についてはホッカイドウ競馬の中の平取町長杯

の生産者賞ですとか騎手ですとか、馬主さんへの賞金ということになっており

ますので、例年この金額でやってきているので２６年度もこの金額で行いたい

ということでございます。 

委員長 松原委員。 

松原委員 ＰＲとかはどういうふうになっていますか。平取の町長杯だとかいろんな関連

ありますよねそれの要するにほかのとこの町のＰＲだとか、そういう関係でま

た。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。平取町長杯のＰＲについては、町内については週報等でも

ＰＲをしてきておりますしホームページ等でもＰＲをしていくと。ホッカイド

ウ競馬自体はその日に平取町長杯ですとか、日高の町長杯ですとか、ＪＡ何々
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杯ということでありますということで、ホッカイドウ競馬自体でＰＲを行って

いるというかたちになってございます。 

委員長 ほかございませんか。なければ１４５、１４６ページ。平村委員。 

平村委員 １４５ページの委託料なんですけれども、農産物加工場管理委託料ということ

で３００万出てるんですけども、これは振内トマトジュース工場って説明受け

たんですけれども、農協で使っているのに町のほうで３００万も管理費を支払

う理由は何でしょうか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。おっしゃるとおりこの農産物加工場管理委託料については

振内トマトジュース工場の管理委託、ＪＡのほうでやっていただいているとい

うことで支払いをしているところでございます。実際に利用してトマトジュー

スをつくっているということで、何でそのつくっているところに町が管理の委

託料払うのかということなんですけども、施設自体の管理をしていただいてい

るということで、施設の使用料ですとか土地の利用料については別に使用料で

受けているようなかたちになっておりまして、差し引きしながらの金額になっ

てきているというふうになっておりますので、ご理解いただきたいというふう

に思っております。 

委員長 よろしいでしょうか。副町長。 

副町長 ちょっと補足させていただきたいと思います。このトマトジュースの工場、平

成１１年に確か整備をして、国の補助を受けて山村特待の補助を受けて整備を

したという経緯がございます。この補助申請時に、基本的には町が管理を農協

に委託するという申請の仕方をしてるんで、国の指導で、当然管理委託するん

であれば管理委託料を支払いなさいというそういう国からの指導をもって、こ

ういう予算計上をしているということになっております。実質的には先ほど、

庄野課長が説明したとおり、土地建物貸付料含めて農協からいただいてるとい

うようなことになっております。以上でございます。 

委員長 ほかございませんか。なければ、本日の会議はこれで散会といたします。明日

１２日は、午前９時半から委員会を再開いたしますので、定刻までにご参集願

います。本日は、まことにありがとうございました。 

（散 会 午後 ３時４５分）
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